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■第２回木津川上流部会検討会（2006/5/18）議事録 

〔午後 ４時 １分  開会〕 

○庶務（日本能率協会総研 高橋） 

 それでは定刻となりましたので、これより会議を開催いたしたいと思います。初めに、本日の司

会をいたします私どもは、淀川水系流域委員会の庶務で日本能率協会総合研究所の高橋でございま

す。今年度から庶務がかわりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は定足には満たしておりませんが、これより会議を進めさせていただきたいと思います。 

配布資料の確認をさせていただきたいと思います。配付資料リストがございます。お手元の資料

のご確認をお願いしたいと思います。それでは、これより部会長のごあいさつをいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○川上部会長 

皆さんこんにちは、木津川上流部会の部会長を務めております川上でございます。きょうの会議

の進行をさせていただきます。ただいま庶務の方から報告がありましたように、きのうまでの出席

の確認では定足を満たしておりましたが、きょう午前中に本多委員が急遽病気ということで欠席さ

れることになりまして、部会としての定数に達しておりません。まことに遺憾であります。各委員、

それぞれ本業を持っておられまして大変お忙しいことはよく存じておりますが、淀川水系流域委員

会は大変重要な委員会でもございますので、各自の、何といいますか、真摯な自覚を求めたいとい

うふうに願うところであります。 

それで、部会としてはきょうは成立いたしませんので、まことに恐縮ですが検討会ということに

切りかえて会議を開催させていただきたいというふうに思います。特に、淀川水系流域委員会の部

会に関しましては部会で決議して進むということはございませんので、決議はすべて委員会の方で

行いますので、そういう検討会ということで開催させていただくことをご了承いただきたいという

ふうに存じます。 

委員長、それでよろしいでしょうか。 

○今本委員長 

やむを得ないと思いますので、よろしくお願いします。 

○川上部会長 

副部会長、いかがでしょうか。 

○ 村上哲生副部会長 

○ それで結構です。 
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○川上部会長 

では、そういうことで了承いただきまして、検討会として進めさせていただきます。 

〔報告〕 

１） 第69回運営会議結果報告 

２） 第50回委員会の結果報告 

３） 一般からの意見提出および傍聴者からの意見聴取について 

○川上部会長 

では、まず最初に、庶務の方から第69回運営会議結果報告、それから４月24日に開催されました

第50回委員会の結果報告をお願いいたします。 

○庶務（日本能率協会総研 高橋） 

 まず、お手元の報告資料１に、第69回運営会議結果報告がございます。運営会議の内容を書いて

ございます。後ほどごらんいただきたいというふうに思います。そして、報告資料２、第50回委員

会の結果報告がございます。こちらの方も後ほどご確認、お読みいただきたいというふうに思いま

す。 

そして、その下に報告資料３というものがございます。淀川水系流域委員会では発足当初から公

開を原則としてやってまいりました。今後、より皆様方のご意見を広く取り入れようということか

ら、どのような形で今後進めたらいいのかということで検討を行っております。まだ検討過程では

ございますが、その内容について載せております。 

参考資料１をごらんいただきたいと思います。ちょっと分厚目の資料でございます。「委員およ

び一般からのご意見」というタイトルがついております。これにつきましては、昨日の運営会議に

おきまして、直近の委員会以降に出された意見について整理してご報告するという決定がなされま

した。その決定がなされた翌日の本日でございますので、資料作成との関係で２月11日以降のさか

のぼった資料から本日はお配りしております。これからは、直近の委員会以降の意見に限定して資

料として配付するということにさせていただきたいというふうに思います。庶務からのご報告は以

上でございます。 

○川上部会長 

はい、ありがとうございました。今の庶務からの報告についてご意見ございませんか。 

非常に簡略にご報告いただきましたので、委員会、運営会議の結果報告については配布されてお

ります報告資料１、報告資料２をお読みいただきたいと思います。 

その中で、私の方から少しご説明したいことがございます。それは、報告事項の３）の「一般か
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らの意見提出および傍聴者からの意見聴取について」でございます。報告資料３におきまして、き

ょう皆様に提案書を配布させていただいております。これは４月24日に開催された第50回の委員会

において、流域委員会の方から提案をさせていただいた今後の意見聴取等に関するルールの検討に

ついての提案書でございます。この趣旨は、経費の節減と貴重な資源をむだにしないという観点、

それから傍聴者等のご発言に関しまして余りにも発言時間の長いものについてはご配慮いただきた

いという趣旨から、委員会におきましてまとめたものでございます。24日の50回の委員会の後、一

般の方々からさまざまにこれについてのご意見をいただいているところです。それは、参考資料１

の中に幾つかファイルしております。 

今後、流域委員会の方からいたしました提案と一般からいただきましたこの問題に関するご意見

を勘案いたしまして、運営委員会の方でもう一度、再度提案を検討・作成いたしまして、次回の第

51回委員会、実は51回の委員会は当初６月３日に開催する予定でございましたが、昨日の運営会議

におきまして７月６日に変更させていただくことになりましたが、この７月６日の第51回委員会に

おきまして、意見聴取に関する最終的な提案を提出させていただきたいというふうに考えておりま

す。この件に関しましては、そういうふうに進めてまいりたいということで目下検討中でございま

す。運営委員会で取りまとめたものを住民参加部会でさらに詳しく検討・議論いたしまして、取り

まとめを行いたいというふうに考えております。いずれにしましても、第51回の委員会で最終案を

提案させていただきたいというふうに考えております。 

〔審議〕 

１）河川整備計画基礎案に係る事業進捗状況の点検について 

○川上部会長 

では、続きまして審議に入りたいと思います。きょうのメーンテーマは河川整備計画基礎案に係

る事業進捗状況の点検についてということで、まず河川管理者の方から報告していただくわけです

けれども、私の方から今後の進捗状況の点検の進め方について、少しご説明申し上げたいと思いま

す。 

昨日の運営会議におきまして、今後この事業進捗点検をどのように行うべきかということを検討

いたしました。その結果、６月３日の委員会を７月６日に変更いたしまして、この間６月に入りま

してから、皆さんにお配りしておりますその他資料に記載されておりますように、６月３日に全地

域別部会検討会というのを朝の10時から19時まで連続して、各部会、全委員の出席を原則として開

催すると。この中で、進捗状況の点検についての検討を行います。その後、６月13日、６月17日、

６月19日、６月20日、６月22日、６月25日、６月26日と、各テーマ別部会それから地域別部会にお
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きまして、どのように進捗状況の点検についての意見をまとめるかということで議論と取りまとめ

の作業を行います。その結果を第51回の委員会におきまして決定いたしまして、７月末までに河川

管理者の方に意見として提出するという段取りを考えております。そういうことで委員会の方では

進め方を考えておりますので、委員の方々、河川管理者の方々、一般傍聴者の方々、よろしくお願

いしたいと思います。 

では、これから河川管理者の報告に入りたいと思いますが、きょうお配りしております資料の中

に審議資料１－４というのがあります。それをごらんください。この河川管理者が取り組んでおり

ます事業は、審議資料１－３のように大変膨大な事業であるわけですけれども、この事業の中には

維持管理に関することとか、その他、特に流域委員会において検討して意見を述べなければいけな

いということでもないほどのものもたくさんあるわけです。そこで、時間の制約等も考えまして、

部会では審議資料１－４のように９つの大きなテーマについて報告をしていただきたい、そして委

員会の方で検討したいということで提案をいたしまして、きょう河川管理者の方から報告していた

だくことにいたしました。では、河川管理者の方から報告をお願いしたいと思います。約50分か60

分かぐらいですね、よろしくお願いします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

木津川上流河川事務所の桜井でございます。それでは、整備シートの内容についてご説明させて

いただきたいと思います。 

まず最初に、資料たくさんいろいろありますので、ちょっと混乱のないようにご説明させていた

だきたいと思うんですが、まずお手元にある厚い整備シート、これが全体の整備シートでございま

して、それらの中から木津川上流部会にかかわる河川整備計画のシートを抽出させていただいたも

のが審議資料１－３でございます。これらの中から、先ほど部会長からご説明がありましたように、

この部会において集中的に審議していただきたい内容ということで、審議資料１－４にあります９

項目を選んでいただいておりますので、これについて順番にご説明させていただきたいと思います。 

あと、それの具体的な説明資料としましてつけましたものが審議資料１－１と１－２、Ａ４横書

きの２つのものでございます。これは整備シートの内容も含みますが、今回の審議のために細かい

内容についてまでご審議していただきたいということから、整備シートに加えてより詳細な状況を

ご説明づけした資料というふうになっております。それで、ちょっと資料の作成がまずかったので、

選んでいただいたものがちょっと２つの資料に分かれてしまっておりますので、申しわけありませ

んが、２つの資料をちょっと行ったり来たりになるかもしれませんが、基本的にシートの番号に沿

って、審議資料１－４の９課題の順番に沿ってご説明させていただきたいと思います。それぞれの
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内容につきまして、担当事務所担当者からご説明をさせていただきます。 

それでは、まず最初に、シート番号、計画－１－１、河川レンジャーについてご説明させていた

だきます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課長 辻極） 

失礼します。木津川上流河川事務所の管理課長をしてます辻極といいます。シートについて説明

させていただきます。 

シート番号、計画－１－１ということで、河川レンジャーという事業でございます。まず、河川

レンジャーの制度ですけども、聞きなれない言葉、委員の方は御存じなんですけども、一般の方は

初めての方もおられると思いますので若干説明させていただきます。河川レンジャー制度は、住民

と行政が連携・協働して川を守り育てるために誕生した淀川水系独自の制度です。今までの河川行

政は河川管理者あるいは住民の方、それぞれ団体の方がそれぞれの立場で川にかかわってきました

けれども、この制度は住民と行政が連携・協働して、一緒にやって川を育てていこうという全く新

しい制度でございます。この河川レンジャーのかかわりを皆さんにやっていただくことによりまし

て、より川に親しんでいただき、あるいはもっと川の怖さも知っていただき、ものすごく広い概念

の制度でございます。 

右下の図を見ていただきたいんですけども、シートの右の方に、河川レンジャーの真ん中に、画

面で青い色になっておりますけども、河川レンジャーが河川管理者あるいは自治体の方の間に立っ

ていただいて、コーディネートしていただいて、住民の方々とか各種活動をされている団体の方、

そういう方との間に立っていただいて、いろんなことをやっていただきたいなと考えており、それ

が務めでございます。なお、河川レンジャー制度は、名前はレンジャーというかたいことになって

いますけど、今のところ仮称でございます。 

具体的に、木津川上流はどうしていくんだということなんですけれども、各淀川水系の事務所で

は今試行をやってきておりますけども、かなりばらつきが見えているのが実態でございます。木津

川上流では、河川レンジャーさんには過去の伊賀地域における災害の歴史や遊水地事業計画をかん

がみ、防災面を基軸としたものとして、それに加えて環境学習や動物・植物の保護活動、それから

ごみ不法投棄の監視、河川管理者への安全指導に発展させていくことで、今後の河川管理に支援し

ていただきたいなというふうな構想を進めております。 

具体的には、活動拠点としましては遊水スイスイ館、これは上野にございますけれども、そこの

集中管理センターの横の部屋とかを利用しまして、そこを拠点に考えていきたいなということで考

えておりますけれども、準備会の中では上野地域だけじゃなくて名張地域にも要るねという話が出
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ましたので、そういうことも今後懇談会を進めていく中で必要になってこようかと考えております。 

 レンジャー、これも先ほど言いましたように仮称ですけども、具体的には各事務所でそれぞれが

背景も違います、流域の人口も違います。ちなみに、木津川上流域では流域の人口は10数万人しか

ございません。川で活動されている方もなかなか少ないということで、昨年度は実際に川で活動さ

れている方の中から、関心を持っていただいている方を準備会のメンバーとして参加していただき

ました。 

まず、昨年の準備会では、委員ですけれども、レンジャーの準備会の委員としては実際に活動さ

れています。具体的に言いますと、「川づくり会議みえ」さんから、あるいは「川の会・名張」さ

んから、「地域と自然」さんから、それから「依那古体験隊」から、あるいは伊賀市、名張市の行

政の方も参加ということで、準備会で検討してきました。どのような内容を検討したかといいます

と、今年度立ち上げる予定をしておりますけれども、懇談会の人数はどれぐらいの数がいいのかな

と、10人から12人あるいは８人程度でいいんじゃないかとありましたですけども、今のところ８人

から12人の間で選定しようということになっております。 

それから、行政関係者を委員またはオブザーバーで参加させたい意見もありましたのですけども、

議論の結果承認していただきまして、行政関係者も入っていただこう、あるいは行政の方々にも国

以外の河川管理者にも、レンジャー制度とはこういうものだなということを知っていただく必要が

あるのじゃないかということで考えております。 

それから、懇談会委員になっていただく方が、例えばもしレンジャーになった場合には、懇談会

委員とどうするのかなという話がありますけれども、要するに懇談会の属性ですけれども、なかな

か数が少ない中でやっぱりその方々にも意見を出していただきたいし懇談会に残っていただきたい

面もありますので、こういうこともまた今後進めていこうかなという考えがあります。 

それから、懇談会委員になっていただく選考方法でございますけれども、私たちが把握しておる

団体さん以外にも隠れた人材の方もおられるかもわかりません。あるいは、そのつながりの中でや

ってみたいなという人が出てくるかもわかりませんということで、今後は公募で二，三名程度選出

していきたいなと考えております。 

それから、選出のエリアの地域でございます。直轄以外、要するに国の管理している以外の県の

管理区間、市の管理の区間もございますけれど、流域の中にありますけれども、どこから選んでく

るかなという話もありますけれど、当面は私ども木津川上流管理事務所が管理している区間の中か

ら、エリアの中から選出していこうということにしております。 

それから、懇談会の規約をつくらないと懇談会は始まりませんけれど、これは今年度早々に、こ
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れから早急にかかりまして、準備会の座長さんあるいは私どもの事務局等で規約の案をつくりまし

て、委員になっている方に諮っていただきたいなと思っております。 

それから、懇談会、この木津川上流部会でも公開されておりますけれども、やはり公開する必要

があるだろうということで話がされております。先ほども申しましたですけれど、例えば拠点施設、

先ほど言いましたスイスイ館ですけれども、なかなか使い勝手がもう一つだなという声もあります

ので、そういうことも懇談会の中では皆さんの意見をもらっていきたいと思っております。それか

ら、先ほどちょっと名張市の方も考えていきたいなと。そして、なかなか施設的に苦しければ、例

えばＩＴ化にしたバーチャル会議室をつくったらどうか、そういう意見もいただいたりしておりま

す。 

こういうふうなことを今年度進めていくわけですけども、肝心のレンジャーの位置づけにつきま

して、先ほど言いましたように各事務所間で相当異なったというものがあります。例えば、名称１

つにしても河川レンジャーという名称がいいのかどうか、あるいは役割をどこまで求めるのか、構

成員はどうなのか、定員、例えば淀川と木津川では全く背景の人口が違います。それから、任命基

準をどのようにしていくのだろうか、内容は懇談会の場もありますけど、河川管理者としてもやっ

ていただくことを明確にしていく必要があるのじゃないのか、活動範囲はどうだとか、任期１年で

は短過ぎる、あるいは２年必要じゃないかなと、３年認めていいんじゃないかという声もあるかと

思います。それから、肝心の身分です。活動されていく上で、もしか障害等が起きたらどうするん

だとか、そういうこともまだ詰まっておりません。それから、報酬です。淀川の事務所あたりでは

月々の報酬を払っていくことで試行されておりますけれども、ボランティアでいいんじゃないかと、

必要経費だけでいいんじゃないかという意見もございます。 

こういうことを、事務所だけでは、淀川水系全体としまして、やっぱり今の段階は試行段階です

けど、将来的には統一していく必要があるんじゃないかということで、今整備局あるいは各事務所

の担当が集まりまして、並行して詰めていこうと考えております。当然、そこには流域委員会の意

見、住民参加部会の意見も当然入ってこられると思いますので、そういうことをこれから入れてま

すます詰めていきたいなと思っております。 

それから、スケジュール的に、ちょっとほかの事務所よりおくれていて申しわけないんですけど

も、早急に懇談会委員を選出し、規約をつくり、それから年内に四，五回懇談会をしまして、最低

でも試行的にレンジャーになっていただく方を任命したいなと、それは今年度の目標としては考え

ております。今後ともよろしくお願いします。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

続いて、河川環境事業縦断方向の河川形状の修復ということで、整備シートの環境－３－10です

が、これについても木津川上流河川事務所の担当からご説明させていただきます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 調査課 榊） 

 木津川上流河川事務所の調査課の方の榊と申します。よろしくお願いします。それでは、整備内

容シートの方の縦断方向の河川形状の修復の実施ということについて説明させていただきます。 

木津川上流河川事務所の管内では、写真の例にありますように井堰やダムにより、河川に縦断的

な不連続が生じるということになっております。河口から森林まで一貫した生物の生息域を保全・

再生し、生物の多様性と健全性を復元する上での障害となっているというのは事実であります。し

たがって、縦断方向の連続性に大きな影響を与えています、これら井堰、魚道の改善を行うことを

整備目的として実施しております。なお、対象となっています井堰につきましては、すべて河川管

理者とは異なる堰管理者が管理運営しているということになっております。 

木津川河川事務所では、このような河川環境の整備と保全の面におきまして、技術的、専門的分

野から学識経験者の指導や助言を得るために、木津川上流河川環境研究会というものを設置しまし

て、平成15年度より昨年度末までで延べ９回開催しております。また、個別の課題を検討する下部

組織としましてワーキングを設置しておりまして、縦断方向の河川形状の修復の実施という今回の

項目につきましては、堰・魚道ワーキングにおいて審議・提案をいただいております。こちらにつ

きましては、平成17年度までで延べ６回開催されております。 

堰・魚道ワーキングにおきましては、堰管理者の魚道改良への理解を得るために、既設の堰の魚

道の遡上降下にかかわる問題というものと、堰・魚道の改良による河川の生態系にかかわる意義を

明らかにすることを目的としまして、まず15年度から16年度におきましては、既設６井堰につきま

して構造と機能の面の確認、並びに捕獲調査によりまして魚類の生息状況の確認を実施しました。

これによりまして井堰周辺の現状把握、課題抽出を行ってきました。 

まず、既設６井堰の魚道構造上の点検におきまして抽出されましたこととしては、流速、落差等

のいずれの構造諸元におきましても、魚道の改良が望まれる、または魚道の改良が必要であるとい

うことが改めて確認されております。 

次に、各井堰周辺で魚類の捕獲調査も実施しました。井堰６カ所合計で計30種確認されておりま

す。その中でも比較的捕獲数の多かったオイカワについて見てみますと、高岩井堰を除くすべての

井堰におきまして、堰直下での捕獲量というものが上流側を上回るという実態でありまして、全体

を通じて堰直下に魚類がとどまっているという傾向が確認されております。また、同時に標識魚と
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してアユ1,000匹を使いました遡上調査も実施しておりまして、３日間通じての魚道遡上率という

ものであらわしますと、相楽発電所取水堰という場所では1.3％、大河原発電所取水堰につきまし

ては1.1％という低い値になっております。当面の現実的なこれらの魚道の改良方針としまして、

魚類の遡上能力の観点では、まず第一にアユ等の水産有用魚種を設定しまして、次に遊泳力の弱い

魚種、底生魚等を設定しましたが、最終的な目標としましては全魚種を対象としていくことになっ

ております。 

 平成17年度、昨年につきましては、小規模な改良でも、アユのような回遊性魚類には木津川とい

う本流に対して効果が高いと考えております、相楽・大河原発電所の取水堰、こちらの魚道改良を

第１目標としていくと。その上で、天然アユの遡上状況の把握というものが不可欠であり、木津川

上流管内での天然アユの遡上の状況把握を目指しました。 

天然アユの遡上状況の把握という中で、まず河口からの状況把握というものが必要であり、河口

付近のまず淀川大堰、並びに漁協の放流等も行われておりますので、放流箇所付近、及び相楽・大

河原発電所直下流の延べ５カ所で実施しております。また、調査におきまして、捕獲したアユにつ

きましては、サンプルとして、今後個体識別に使用することを考えておりますので、標本として保

存を実施しております。 

しかし、17年度の捕獲調査におきましては、漁協のアユ放流というその時期の直後の実施となり

ましたため、天然アユと断定できる個体そのものを確認することに至っておりません。今後、継続

した捕獲調査ということによって、天然アユの実態を把握するとともに、天然アユそのものの同定

方法として、耳石の安定同位体分析、ストロンチウムを使ったものなど、さまざまな方法がありま

すが、今後の検討課題となっております。 

これらの検討に加えまして、平成17年度におきましては、堰管理者に対して、環境研究会で作成

しました資料をもとに、河川の縦断方向の連続性の回復の必要性を説明しまして、魚道改良に係る

協力依頼を河川管理者の方から実施しております。しかしながら、堰管理者の方からは、堰設置後、

既に80年を経過しておりますが、環境面に影響があったという認識がないという前向きな回答が得

られない状況であります。今後も当然継続して協議を進めていく方針であります。 

  今後、具体的な18年度以降の検討、審議いただく内容の予定ですが、まず、継続して木津川を

遡上する天然アユの実態把握を行っていく予定であります。遡上アユの調査につきましては、漁協

などからの聞き取り調査を中心に、水系全域での連携を行っていくというふうに考えております。

また、水系内の産卵床というものの確認が重要でありまして、遡上アユの捕獲調査とともに、水系

内の他事務所との連携の方法も検討し、実施していきたいと思っております。 
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また、今後はアユに限らず、最終的な目標である多様な魚種に対する生息環境を検討していくと

いうことも必要でありますので、河口から上流域までの河川環境の実態、並びに木津川上流域での

漁業文化も含めた魚類の生息実態等も、時間的概念も含めて調査を実施していこうと思っておりま

す。 

  また、今後、堰管理者の合意を得ていく上で、継続的な調査をもとにしまして、説得力のある

根拠の提示、それとともに、流域住民や堰管理者も含めた議論の場を行い、堰、魚道の改良の必要

性について、それぞれの立場から共通認識を形成した上で、再度堰管理者に対して堰改良に係る働

きかけを続けていくということが重要であると考えております。 

したがって、流域住民に対して、今後、これまで調査検討してきました内容につきまして情報を

提供すると。あわせまして、行政、住民、堰管理者が一緒に議論をしていく協議の場としまして、

ワークショップなどを活用し、今後、そういう場を開催していく予定であります。これらの調査や

ワークショップなどから抽出された課題を整理しまして、環境研究会、ワーキング等の審議を経ま

して、井堰の改良方針に反映させ、堰管理者の理解を得るための協議を18年度以降も継続していく

というふうに考えております。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 続きまして、３つ目の琵琶湖・淀川流域水質管理協議会の検討ということで、今度、申しわけあ

りません、資料が１／２の方に変わりまして、それの最初になりますけれども、これについても、

同じく木津川上流河川事務所から説明させていただきます。 

○河川管理者(近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 調査課 西川) 

 済みません、木津川上流河川事務所の調査課の西川と申します。降水量、それから河川の水位流

量、あるいは水質の測定等を担当しております。 

私の方から説明するのは、琵琶湖・淀川流域水質管理協議会の検討というところです。まず、現

在、もちろん一定の水準の水を提供できるように、河川の水質を維持するように、河川管理者とし

ても努力しておるところですけれども、現状で満足することなく、さらに水質の改善に向けた取り

組みが必要だと考えております。 

具体的に言いますと、これまで活性炭処理等、まだ高度処理が実施されていると。これはすなわ

ち、逆に言いますと、まだまだ原水の改善が不十分なところがあるということで、さらに改善をし

ていく必要があるとことです。それに向けてどういう取り組みが必要かというところで、今、水質

汚濁防止協議会という、これは淀川流域の関係府県、それから政令市、水道事業者、とりわけそう

いったことにかかわっている技術者さんが集まって、水質の監視に関する技術等に関して情報交換
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を行っている場なんですけれども、こういうのをさらに発展させまして、琵琶湖・淀川流域水質管

理協議会という、その組織の中に、住民団体さん等も巻き込んだものにしていこうということを考

えています。 

 ちょっと、次をめくっていただけますでしょうか。そういった中で、その協議会を発展させると

いう中で、では、木津川の上流部においてどういう取り組みができるかということがあると思うん

ですけど、そういうところでわかりやすく言いますと、水質管理協議会の前段として、上流域での

組織として、ワークショップというものを組織しまして、これの第１回会合というのを平成18年、

ことしの３月10日に開催したところです。 

これが具体的にどういうものかといいますと、先ほど水質汚濁防止協議会のところでもお話しし

ましたけれども、水質測定の現状と改善に関して、情報交換や情報共有を行って、改善のためにど

ういう取り組みができるかといったことを検討するというものです。 

その中で、河川管理者としましては、木津川上流域での現在の水質の状況を提供するとともに、

水質をさらに改善していくためにはどういう取り組みができるかということで、後から出てくるん

ですけれども、総負荷量管理という考え方について説明をしたところです。住民団体さんの側から

は、住民団体さんみずからやっておられる水質調査の結果の報告等が行われまして、有意義な情報

交換ができたと考えているところです。 

この中で、これからいろいろ取り組む方向性も含めて検討していくんですけれども、具体的には、

ここに河川水質予測モデルというものを掲げているんですけども、河川管理者としましては、まず

汚濁というものがどういうふうにできてくるかといったことで、そういうものをまずモデル化する

ことによって、要はだれがあるいはどういう機関からどれだけの汚濁物が出てくるのかと、それで

どうやって流れていくのかというものをモデル化しまして、そういうものを住民の方々にわかりや

すく示すことによって、住民の方々一人一人の水質改善に向けた取り組みを促していこうというこ

とで考えております。 

  これまでとちょっと考え方が違うのは、このワークショップでは、河川管理者としては、その

ワークショップがよりよく発展できるように必要な資料提供、それから分析結果の提供等を行って

いきたいと考えておりまして、最後の目標の設定、あるいはそういった取り組み、水質改善に向け

た具体的な取り組みに関しては、あくまでそのワークショップに結論等はお願い、預ける形で、河

川管理者としては、それに向けてできる限り、自分たちができる情報提供等を行っていきたいと考

えているところです。組織としては、あくまでワークショップの人が主体的に運営できるようにし

ようということで、今後ともやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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  以上です。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

  続きまして、４つ目の水質保全対策、環境－12－４ということでご説明をお願いします。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理所長 野口） 

水資源機構の木津川ダム総合管理所の野口でございます。 

私の方から、環境テーマ、12－４でございますが、水質保全対策の中の、既設副ダムの継続活用

ということについて、進捗状況をご説明させていただきます。私どもの管理しております５ダムの

うち、下の右側に絵がございますが、そのうちに布目ダムと、それから室生ダムにつきましては、

既に副ダムと称しておりますが、これはダムの貯水池の上流端付近に堰を設けたものでございます

が、それを活用して水質保全対策、その他を実施しておるというものでございまして、実際に既に

運用、管理を実施しております。その状況のご報告と、今後も引き続き運用を実施していきたいと

いう内容でございます。 

まず、布目ダムでございますが、布目ダムの上流端、ちょっとこの写真は室生の写真になってお

りますが、ダム湖のちょうど上流端付近に上流の河川からダムに入ってきます河川水質の中で、窒

素とかリンといった栄養塩がかなり含まれているということで、貯水池の水質富栄養化が懸念され

たといったことがございまして、布目ダムの建設段階におきまして、この既設副ダム、そのほかに

も曝気循環設備、噴水とか、そういった水質保全施設が既に設置されてございました。 

それで、平成４年から布目ダムは管理開始しておりまして、それ以降、この既設の副ダムを管理

運用しているということでございます。この布目の副ダムは大きく３つの目的を持っております。 

１つが水質保全機能ということで、これが今申しましたことでございますが、この副ダムと申し

ますのは、ダム湖自体は、これは目的はいろいろございますが、水位変動をするわけですが、この

副ダムの上流側には、堰の上流側ということになるんですが、ある程度一定の水位を確保できる空

間、水辺空間ができるということになります。したがいまして、上流から流れ込んできます、特に

リンでございますが、それをこの堰の上流側のところで沈降させて、リンをできるだけ落とすとい

うことで貯水池の水質保全に寄与したいという目的のものでございます。 

 ２つ目の目的が、その堰に当然洪水、出水時のときには上流から土砂も流れてきますので、その

一部がこの副ダムの上流側に堆積すると。これをしゅんせつをいたしますので、ダムの堆砂の進行

をある程度軽減できるという目的もあわせ持っております。 

 ３つ目の目的が、先ほど申しましたとおり、常に一定の水位が安定した水辺空間が確保されると

いうこと、これを活用しまして、レクリエーション機能を持たせようということで、実際にはヨッ
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トやボート、そういったものを浮かべて、いろいろ活用していただくという内容でございます。 

いずれにしましても、最初の１番目の水質保全、それから２番目の堆砂の問題を含めましても、

実際の管理、運用は毎年１回、これは大体秋口になりますが、出水が終わった後にたまったしゅん

せつ土を掘削、しゅんせつして、それを外へ出すというのが、実際の管理運用でございます。 

 それで、布目ダムのしゅんせつの状況でございますが、平成４年から平成16年度、13年間の管理

状況でございますが、毎年しゅんせつを行っておりまして、トータルで約8万9，000ｍ３の堆積土

砂をこれまでしゅんせつしてきております。それで、このしゅんせつした土砂の利用でございます

が、布目ダムにつきましては、これまで有効活用できるものについては一部有効活用等をしており

ますが、それ以外のものにつきましては、ダムの近くにございます仮置き場、そちらの方に仮置き

をしておったところでございます。これにつきましては、今後もう少しいろんな形で有効活用をし

たいということで、近隣のいろんな公共事業との連携がとれないかといったようなことを、今検討

中でございます。 

あわせて、このしゅんせつ土の一部を、平成16年度からでございますが、ダムの直下流に一部の

土砂を置きまして、出水時、大きな出水のときに、その土砂をフラッシュするということで、下流

の河川に土砂を還元するというような試験的な取り組みも16年度から実施しているところでござい

ます。 

また、先ほど少しご説明しましたレクリエーションの関係でございますが、この水辺空間を活用

しまして、実際のこの活用につきましては、財団法人のＢ＆Ｇが主体となりまして、施設関係を設

立しております、施設関係。それで、実際の管理は地元の山添村さんの方で管理運用されていると

いうことで、実際にはカヌー、ボートの貸し出し、それからカヌー教室なんかもやられておられま

す。また、非常に水位が安定しているということもございまして、釣りなどもここで非常に利用さ

れておりまして、大体利用期間は４月１日から９月30日までという時期でございますが、特にゴー

ルデンウィークとか土日、あるいは夏休みといったときにはかなりの方が来られて、いろいろ水に

親しまれておられるという状況でございます。 

それから、もう１つのダムの室生ダムでございますが、室生ダムにつきましては、やはり室生ダ

ムの水質保全対策の一環ということで、これにつきましては国土交通省の国の事業ということで、

室生ダムの水質保全事業というものが平成２年から実施されまして、平成16年度に事業が完了して

おります。その中で、この副ダムが設置されまして、昨年度の17年度から実際の運用開始というこ

とで、１年間、今は運用開始をしているところでございます。 

それで、こちらの方につきましても、昨年の秋、出水期の後にたまっている土砂、これをしゅん
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せつを行っております。こちらの方につきましては、そのしゅんせつ土の大半のものは近隣の公共

事業で活用されるということで、そちらで有効活用していただきました。また、その一部につきま

しては、先ほどの布目ダムと同じように、ダムの直下流に一部置きまして、フラッシュ放流でこれ

を下流に還元する試験を実施したいということで、実は、これはきのうきょうということで実施す

る予定で、土砂を置いてきたところでございますが、昨晩からの出水で、その砂がほとんどほぼ下

流へ流れておるという状況でございます。 

以上、これまでの運用の状況ということでございますが、今後も引き続きこういった運用を実施

していきたいと思っております。 

以上でございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 続きまして、環境－17－５、オオサンショウウオの生息環境を保全するということで、これにつ

きましては、事前にオオサンショウウオの移転試験について詳しくというご要望がありましたので、

その移転試験のことにつきまして、主にご説明をさせていただきます。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 川上ダム建設所長 恒吉） 

 川上ダム建設所の恒吉でございます。 

 シート番号は環境－17－５でございます。皆さんのお手元に、分厚い、そのシートがございます

が、この環境－17－５、通し番号で44分の11から44分の14のところに書いてありますが、ここの中

での、特にきょうは移転試験のことについて説明をいたします。 

44分の14のところの一番後ろ、今後の方針というところでも書いておるところでございますけれ

ども、引き続き、保全対策の検討のための作業をやっているところでございまして、流域委員会の

皆様の重要な参考となる意見なども十分参考にして検討を進めているところであります。ここで、

今後の方針のところ、①、②、③でも書きましたとおり、保全対策の具体的な検討をするとあわせ

て、オオサンショウウオの個体群存続可能性の検討も行う。また、オオサンショウウオのえさの環

境容量について整理をしていきたいというふうに考えております。 

さて、パワーポイントを使いまして、オオサンショウウオの移転試験のところについて説明をい

たします。平成８年から平成17年までの調査によりまして、サンショウウオの個体を確認しており

ます。昨年７月21日の調査の段階から約１年経過しておりますので、新しいデータも含めての個体

数になっております。最近までのデータでは、生態につきまして、前深瀬川流域37.5kmありますけ

れども、この間で成体551個体を確認いたしました。その中で、貯水池予定地内で確認された個体

は125個体。つまり、551個体が37.5km、前深瀬川流域全体でございます。貯水池に相当するところ

- 14 - 



■第２回木津川上流部会検討会（2006/5/18）議事録 

に125個体と。昨年７月21日には100個体と言っておりましたけれども、さらに１年の調査で確認数

がふえたということであります。 

 私ども、この貯水池のところにつきましては、湛水域になることによって、オオサンショウウオ

に影響を与えるというふうに考えております。それを、影響を軽減するために、上流域に移転をさ

せることによって保全をしたいというふうに考えて、そのための実験といいますか、移転試験を行

っているものであります。もちろん、移転試験後はモニタリング調査を行っているわけであります。 

移転試験の経緯をこの表でかいておりますけれども、平成10年度から開始をいたしました。10年

度、11年度は生息密度の高いところ、低いところにそれぞれ入れて、どんなふうになっていくのか

ということを見ましたし、その結果を踏まえて、平成13年からは生息密度の低いところに移転をさ

せて、その結果を見ているということであります。さらには、平成15年からは移転地の環境改善を

行おう、つまり人工巣穴を設置することを含めまして、環境を改善したところに移転をさせて、そ

の結果を見ていくということをやっております。 

平成10年度から17年度までの移転試験で、68個体が湛水予定区域より上流へ移動したわけでござ

いますけれども、そのうち、40％程度が再捕獲されているということになってございます。モニタ

リング調査につきましては、ここでモニタリング項目、移転個体の追跡調査と水生生物調査をやる

と、そして人工巣穴が利用されているかどうかという調査ということをやっております。移転個体

の追跡調査は、10年に移転しましたので、11年から調査をやっております。水生生物調査について

は以前からやっておりました。平成９年から調査をしておりましたが、この人工巣穴の利用状況調

査につきましては、15年移転個体からやっておりますので、16年からと。つまり、モニタリング項

目、点が３つありますが、１、２、３についてきちんとモニタリング調査が開始されたのは平成16

年度からであります。 

  次をお願いします。さて、そのモニタリング調査の内容でございます。移転個体の追跡調査と

いう項目がございます。移転試験地に放流した移転個体の生息状況を確認する調査であります。オ

オサンショウウオというのは夜行性でございますので、夜間に河川内を踏査すると。そして、目視

法によって発見した個体の体重や全長を計測して川に返すと、こういう調査をしております。17年

までの調査の結果、平成16年までに移転した58個体のうち、延べ26個体を確認しております。これ

は58分の26ということでございますので、約45％に相当するかと思いますが、当然移転したところ

での再捕率ですので、従来の、いわゆる普通河川における再捕率に比べて率が高い、これは当たり

前のことではないかと思っております。そして、移転試験地周辺で再捕獲された個体の体重でござ

います、あるいは身長でございます。おおむね増加しているという傾向がうかがえました。 
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次に、水生生物調査でございます。これは魚類及び底生動物の出現種、また総個体数ということ

を経年的に見るという調査でございます。これにつきましても、17年は５月、７月、８月、10月と

いうことで、４地点において実施しております。調査の結果でございますけれども、移転試験地を

整備したところもございますが、整備する前後で、魚類あるいは底生動物の出現種、個体総数とい

う、この傾向につきましては、ほとんど変わっていないということでございました。 

シートには書いておりませんけれども、人工巣穴の利用状況でございますが、週に１回、私ども

が人工巣穴を見に行くという調査をしておりますけれども、平成15年に設置した地点においては、

産卵期前後で利用回数がふえているということで、人工巣穴の利用が行われているということであ

ります。ただ、人工巣穴を使っての繁殖については、移転地での繁殖はまだ確認をしておりません。

私ども、保護池での人工巣穴での繁殖というのは、14年、15年、16年と、３年連続繁殖を確認して

おりますので、もう少しモニタリングを続けて見ていきたいと、こういうふうに思っているところ

であります。 

以上です。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 治水１－１－３、水害に強い地域づくり協議会についてご説明させていただきます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課長 辻極） 

続きまして、水害に強い地域づくり協議会ということを説明させていただきます。 

これまで河川管理者だけで水害の防除のための河川管理施設、堤防とか樋門とかをつくってきた

んですけども、ハードだけで水害を防ぐことはできないということで、ソフト対策を考えていこう

ということで、水害に強い地域づくり協議会の取り組みが始まりました。 

まず、15年３月24日、第１回勉強会ということで、かなり水害に強い協議会のエリアというか内

容ですけども幅広うございますので、まず第１回目として15年３月24日に勉強会をしました。当面、

まずは木津川上流域での、特に人口とか経済が集中しております伊賀市、名張市を中心で、まず行

政メンバーが集まって検討会を始めております。 

続きまして16年４月ですけども、もう少し具体的に話をしようということで、例えば河川情報、

市民の皆さんに、住民の皆さんに提供するにはどんなした方法がいいんだろうかと、固定河床はど

んな固定をするのか、あるいは最近、先日になりますけども、光ファイバー網でどんどんつないで

いったらいいんじゃないかということ、あるいはハザードマップ、いわゆる浸水想定区域図ですけ

ど、これも自治体さんでまだおくれているところがありますのでつくっていただきたいなというこ

とを話し合いました。 
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その次ですけども、16年12月８日、意見交換会という名前になっておりますけども、ここでも引

き続き光ケーブルの具体的な説明、あるいは伊賀市においては行政チャンネル等を持っていますＣ

ＡＴＶ、ケーブルテレビですけども、そういうとこにもつないでいったらいいんじゃないか、情報

提供をしようじゃないかということが話し合われました。 

それから17年１月27日、先ほど言いましたように、ハザードマップ、地方でなかなかおくれてお

りますので、これは整備局全体ですけれども、自治体においてハザードマップをつくっていただく

ための災害情報を普及しようというのを、一斉に各自治体でつくられました。 

それを受けまして、17年３月24日にはハザードマップについて意見交換会、これを名張市さん、

伊賀市さん、あるいはほかの町村を含めまして意見交換会を、具体的な会議を行なっております。 

続きまして、ここには載ってないんですけども、６月15日はＣＡＴＶ、先ほどしましたですけど

も、実際に担当者レベルでございますけれども、名張市さんにありますアドバンスコープさんと私

どもの事務所の技術担当と、具体的にどんな状況がそろえばケーブルテレビに接続できるのかとい

うようなことを話し合いがされております。 

続きまして17年10月７日ですけども、先ほどは伊賀、名張が中心でございましたですけども、も

う少し宇陀川地域あるいは布目を含めて、奈良県、京都府、三重県にまたがっておりますけども、

広い広域なメンバーで準備会を進めていこうということで顔合わせを担当者レベルで行なっており

ます。 

現在の段階では担当者レベルの意見交換会ということでありますけれども、そういう顔合わせを

する中、あるいは情報交換する中で、徐々でありますけども情報の共有化ということが少しずつは

かられてきつつあると思っております。 

今年度は引き続きましていよいよこういうメンバーが集まってきましたので、それぞれの沿川の

自治体の首長さん、あるいは河川管理者、もう少し広い幅をもって協議会をつくるための規約づく

りにいよいよ入りたいと思っております。協議会ができた段階では、淀川あたりでは各河川ごとに

分科会とか、そういう絶えずやられておりますけども、私ども流域でもよく見ますと木津川流域と

名張宇陀川流域とは多少ずれるかなという懸念もありますので、将来的には分科会も検討する必要

があるかなと思っていますけど、当面には協議会の規約をつくって早急に協議会を立ち上げたいと

考えております。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

それでは続きまして、治水５－１、上野遊水地事業についてご説明させていただきます。これに

つきましては、事前に越流堤の諸元についての検討がどうなっているんだと、現状をということで
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したので、上野遊水地のうち越流堤についての検討状況について中心にご説明させていただきます。 

越流堤の諸元につきましてはこれまでも検討してまいりましたが、ちょっと最初に簡単に経緯に

ついてご説明させていただきますと、遊水地の越流堤というのは、当初は標高ですと、越流堤の天

端ですね、水が超えるところの天端なんですけれども標高が135ｍで、各所遊水地にそういった越

流堤を100ｍずつ設けると、そういう計画で進めておりましたけれども、この流域委員会において

委員会の方からご指導をいただきまして、越流堤の高さあるいは幅、そういったものを工夫すれば、

もっと効率的な遊水地の運用ができるんではないかというようなご意見をいただきまして、我々も

それについて検討しました。 

具体的に申しますと、お配りしたシートの10ページに検討のケース、右の表に並べておりますけ

れども、高さにつきましては現計画の135ｍから事実上高くできる最大限、堤防高を超えないよう

なぎりぎりの137.1ｍまで高くしたケースと間に２つほど高さをとって、それから越流堤の長さに

つきましては、現在の100ｍ４つから、地形上最大とれます4,000ｍの越流長、間800ｍ、1,600ｍ、

こういった４つのケースを考えまして、それぞれこれの組み合わせで16通りのパターンについて検

討をいたしました。 

簡単に申しますと、越流堤の高さというのは洪水のカットをし始める時間を決めることになりま

す。ですからできるだけ、要するにはんらんというのはピークのときをカットするということで一

番減らせますので、なるべく越流堤の高さを高くすることによって効率的に使えると。ただし、余

り高くなってしまいますと、実際にピークが来たときまでに洪水をためきれなくなってしまうとい

うようなことがあります。 

逆に今度、越流堤の長さについては、余りこれが短いとのみ込めないし、逆に長いと必要としな

い流量までのみ込んでしまって遊水地が有効に使えないと、こういうような関係になっておりまし

て、この２つの組み合わせを最適にすることによって、より有効な遊水地の運用ができるのではな

いとかいうことでございます。 

それで一方の、今遊水地の越流堤の諸元についてでございますけれども、一方どういう洪水を対

象にするかということでこれは違ってまいります。当然、非常にピークの立った洪水もあれば非常

にだらだらと長いピークを持ったものもあります。ですから、一概に１つの洪水について最適な形

状を決めてしまってもほかのものではうまくいかないというようなことがございますので、このケ

ースではこれまでの既往最大の雨量と、流域の雨量というのは319mmということになっております

ので、この規模の雨量を対象といたしまして10個の洪水を選定して、それぞれについてその319mm

が降った場合の洪水パターンをつくりまして、それぞれについてはんらん量がどうなるかという計

- 18 - 



■第２回木津川上流部会検討会（2006/5/18）議事録 

算をいたしました。その計算した結果が表の下の方でございますけれども、縦にケースを並べてお

りまして、横にそれぞれ、これまでご説明してきた10洪水を並べまして、最もはんらん量が小さく

なるのはどこにあるのかという検討をいたしました。その結果、現計画の部分が青で囲んでござい

ますけれども、これよりも越流堤をより高くして越流の幅を長くしたケースの方がはんらん量を減

らせるということで、この形状にした方がより有効に使えるということがわかりました。こういっ

た検討をもとに、これまで昨年度もご説明してまいりました上野遊水地や川上ダムの検討といった

ものは、これに基づきまして検討をしてございます。 

最近、それから今後でございますけれども、この越流長を決める条件としましては、次のページ

の各条件の設定というふうに書いてありますけれども、まず上流に貯水施設をつくるとすればそれ

によって流量が変わってきますので、それによっても越流長の形状というのは左右されますし、そ

れからもう１つ、これは昨年度いろいろ検討しました非常に重要なところですけれども、岩倉峡の

ＨＱというのがございます。当然与条件である水位の関係が変わればこれは大きく変わります。こ

れにつきましては、御存じのとおり昨年度委員会からのご指導もいただきまして流下能力検討会と

いうことで検討していただき、河川管理者としてもこのようなＨＱを使いたいというようなご提案

をさせていただいたところでございます。 

そのほかに、あとは河床の掘削というものがあります。河床掘削については、あらゆる手段の１

つとしてこれまでも洪水防御の策の１つとして入れているわけですけれども、これについても今あ

る河川の状態というのは、今の堆積した状態で一定の動植物の生息環境をつくっているということ

もございまして、これを簡単に掘削、除去というふうにはまいりませんので、これについても慎重

な検討の上で決定していかなければならないというふうに思ってます。 

また、戻りまして、川上ダムにつきましては、昨年度の７月１日以来ご説明してまいりましたよ

うに、現在関係機関とそのダムの規模についての調整を実施しているところでございます。また、

長期的な河川の計画として河川整備基本方針というのも現在検討されておりまして、こういったさ

まざまな条件が越流長の決定には、最適な形状を決めるためには必要になってくるということにな

ります。現時点では、そういうことで簡単にこの16通りの形ということで検討をしてまいりました

けれども、今後につきましてはそういった諸条件が整えばさらにもっと細かい、ここで見ますと標

高の136.6のところに最適があるというふうに読めますけれども、非常にはんらん量も微妙な値に

なっておりますので、より適切な設定をいたしまして、この限られた遊水地を少しでも有効に使う

形状というものを定めたいと思っております。また、実際の施工に際しましては、さらにその越流

係数などについても模型実験で、要は高さや幅が変わってきますので、越流係数などについても十
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分確認した上で詳細な設計に入る必要があるんだろうというふうに考えております。 

そういうことで、ちょっと具体的な形を示せなくて申しわけないんですが、こういった検討を川

上ダムの調整状況や河川整備基本方針の状況を見ながら検討をしておるというところでございます。 

続きまして、ちょっと今触れました河道掘削とも関係するんですが、維持管理の、維持３－１と

いうことで樹木の伐採と管理、それから河道内堆積土砂の管理ということで、２つ項目を挙げてお

りますけれども、木津川上流部会というか木津川上流においては現時点ではこれは一緒のものとし

て１つの検討シートとして取り扱っておりますので、またこれについてご説明させていただきます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課長 辻極） 

続きまして、先ほど見て頂ました維持管理について説明させていただきたいと思います。ここで

は主に樹木と土砂の管理という検討を進めてきております。先ほども申しましたように、遊水地の

整備結果と合わせまして、将来的には河道掘削ということもありますけども、当然環境に配慮しな

いと実施することはできません。当事務所には河川環境研究会というのがございますけども、その

中のワーキンググループとして河道内樹林ワーキングというのがあります。そこには植物だとか魚

類だとか、環境の研究者の方、先生方も入っていただきまして検討を続けております。 

昨年度はどういうことをやってきたかといいますと。その前に、河道内樹林管理計画というのを

つくることを目標としておりますけれども、それには緊急的な計画と中期的な計画があろうかと思

います。まず、私ども実際昨年度から取り組みましたのは、緊急的に河道内樹林をどうしていこう

かということでございます。御存じのように、木津川上流域、特に木津川、服部川におきましては、

水面勾配も緩いということでありまして、ほかの河川と違いまして、砂地の土壌のところにメダケ

がかなり繁茂しております。このメダケがこのまま進捗して樹林化するとどういうことになるかと

いうことで、それに着目して昨年度検討を重ねてきております。 

まず、対象区間として、将来的には名張川・宇陀川も含めていくのですけども、当面、木津川・

服部川中心に遊水地の地区についてやっていくべきだろうということで、対象地点をこの区間にお

きまして数カ所、服部川・木津川で検討しまして、昨年度は、服部川におきまして横断方向に基礎

調査ということで試掘を行なってみました。 

右側の絵に見ていただけますように、掘削しますとメダケの根が、砂地でかなり緩いものでござ

いますから、１ｍないし１ｍ50ぐらいかなり入り込んでおります。その下の方は粘土層になってお

りました。この各層ごとに土砂を抽出しまして、現在分析を行なっております。 

今年度ですけれども、昨年２カ所だけしか実施できませんでしたので、ほかの候補地点の中から

もう１カ所くらい試掘しまして、基礎調査を進めていきたいなと考えております。 
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当然、それに伴って今後ですけども、そういう基礎調査を積み重ねすることの中で、将来的には

水理解析によって治水面からの課題整理を検討し、もう少し先には緊急的な河道内樹林計画を樹立

したいと考えております。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

ちょっと延びましたが、以上でご説明を終わらせていただきます。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。 

ただいま９つの事業内容につきまして河川管理者から報告いただいたところですけれども、これ

から具体的な審議を進めてまいるわけですが、開会から１時間半を少し回るぐらい時間が経過して

おりますので、ここで10分間休憩をとりたいと思います。 

庶務、再開時間は何時にいたしましょうか。 

○庶務（日本能率協会総合研究所 高橋） 

 それでは、５時半から再開させていただきたいと思います。 

 では、休憩に入らせていただきます。 

〔午後 ５時２０分 休憩〕 

〔午後 ５時３２分 再開〕 

○川上部会長 

 では、検討会を再開いたします。これから委員の皆さんのご意見を承りたいと思いますが、整備

内容シートの番号の順番に従って個別にやってまいりたいと思います。ただし、時間が10分程度押

しておりますので、ご発言に当たりましては時間にご配慮願いたいと思います。 

まず、河川レンジャーについてご意見を承りたいと思います。先ほど河川管理者の方の説明にあ

りましたように、各事務所によりまして河川レンジャーの取り組みが大変バラエティーに富んでお

ります。それぞれ特色ある取り組みになっております。 

また、事務所の管轄エリアの広さ等においても、例えば淀川河川事務所のように広域かつ大都市

圏を管轄している事務所と、木津川上流河川事務所のような上流部の山間部の管理をしているとこ

ろとはおのずから性格も規模も違いますので、かなり違った取り組みになるということを考えて取

り組んでおられると思います。 

先ほどご説明にありましたように、木津川上流河川事務所の河川レンジャーは防災面を基軸とし

たものとして環境学習や動植物の保護活動、不法投棄の監視、河川利用者への安全指導等に発展さ

せていきたいというふうな姿勢で取り組んでいらっしゃるところです。ということで、ご意見を承
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りたいと思います。いかがでしょうか。 

寺田さん、お願いいたします。 

○寺田委員 

 きょうは時間が余りないので、主に委員の方から気付いた点を申し上げていきたいと思うんです

けども。また、管理者の方での具体的な意見交換は次の機会でもいいかと思いますけども、レンジ

ャーに関してはちょっと気付いた点を申し上げたいと思います。 

 先ほど管理者の方で説明された中で、多分ご理解になっていると思うんですけど、ちょっと気に

かかったことだけまず最初に申し上げますと、費用の説明のところでボランティアでよいというふ

うな趣旨の説明がありましたけども、日本ではよくボランティアというのを無償というふうに間違

って理解されているというところがあるので、これは明確に理解をしておいてもらいたいと思うん

ですね。 

ボランティアというのは強制されないという意味であって、有償か無償かということとは全く関

係ありません。むしろ、最近の考え方はボランティア活動であっても一定の範囲の費用支払い等、

有償ということは基本的な考え方ですから、ここは間違えないようにされた方がいいんじゃないか

と思います。 

 それから、今、部会長の方からもおっしゃいましたように、きょうの説明は河川レンジャー全般

の部分と、木津川上流の方の部分を抽出してご説明があったと思うんですけども、実際に整備内容

シートの進捗状況のご報告は各河川事務所の部分全部にわたっての部分と、基本的に河川レンジャ

ーの全体的な部分と、全部含んでいるわけですね。ただ、確かに進捗の差とか中身についてはかな

りの温度差があるといいますか、そういうところから、議論するのが木津川上流に限ってというこ

とはなかなか難しいかと思うんですけども。 

 私の方で申し上げたいことは、やはり先鞭を切ってかなり進捗しているところがありますよね、

そういうところでは例えば懇談会等が組織をされて一定の活動開始をされているというところもも

ちろんあります。そうしますと、きょう、これからの木津川の上流の方の関係で18年度の検討内容

としておっしゃられていた、この役割とか地位とか身分とか報酬等の具体的な事項について検討を

していかなくてはならないということ、これはそのとおりなんですけども、むしろやはりそうして

先行してやっているところを通して、河川レンジャーの個別の地域の特質性は別としても、既に共

通する成果とか課題というものは一定出てきているんじゃないかと思うんですね。 

だから、そういうものをむしろご報告いただいて、それを前提にしてなおかつ各河川事務所ごと

の地域特性といいますか、そういうものを踏まえての河川レンジャー制度というものは、例えば木
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津川上流においてはどういうことが検討されなくてはいけないのか、配慮されなくてはいけないの

かというふうなことを次の機会にでも報告をいただければ、この委員会の方で具体的な意見が言え

るんじゃないかと思いますので、そういうことをまた説明を次の機会にでも補充していただければ

ありがたいなというように思っています。 

○川上部会長 

 大変有益なご意見でございました。河川管理者におかれては十分ご参考にして、進めていただき

たいと思います。 

 ほかに河川レンジャーに関してお気づきの点がありましたらご意見をお願いいたします。 

○今本委員長 

 今本です。私は、寺田さんが今言われたことは非常に大事なことで、ぜひボランティアの取り扱

い、あるいは共通的な面と地域的な面、それとの兼ね合いをよく考えていただきたいと思うんです。 

 私がお聞きたいのは、具体的に希望者というのは見込みはあるんでしょうか。それが全くなしで

やっておられるのか、ある程度あるのかによって大分違うと思うんです。できたら年内に試行的に

でもやりたいと言われていますので、その辺の見通しをお聞かせいただけませんか。 

○川上部会長 

 はい、手短にお願いいたします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 我々の流域は人口も非常に少ないということで、そこは最も懸念しているところで、やはりそれ

については、地域に詳しい方々、どんな方がおられるかそういったものをあらかじめいろいろ我々

としても探して、なっていただける方はどうかという候補を洗い出しもしたというか、そういった

候補を探す作業もした上でいろいろ準備会の方でご相談をしているという状況です。 

ただ、まだご依頼をしたわけではないので、本当にどれほどの人数が集まるかというのは、確か

に我々は一番心配しているところです。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。 

 私の方からちょっと意見を言わせていただきますが。流域委員会の方から提案いたしました河川

レンジャーの性格としまして、河川管理者から独立した立場で活動していただくということで、こ

れは河川管理者の方にも十分そのことを認識していただくとともに、河川レンジャーになる方もや

はりその点をきっちりと認識した上で河川レンジャーとしての務めを果たしていただくということ

をきちんとキープできるようにご配慮願いたいということであります。 

- 23 - 



■第２回木津川上流部会検討会（2006/5/18）議事録 

 ほかにご意見はございませんでしょうか。高田さん、お願いします。 

○高田委員 

 高田です。この種のボランティア的な意識で参加している人は意欲の問題というのが非常に大事

です。 

私も自治体のそういうものにかかわっているんですが、ささいなことで何回言っても実現しない

ということがあります。そうやっているうちにだんだん嫌気が差して、もうやめやということにな

りかねない。そこら辺がみんなで協働していい方向に持っていこうというときに一番大事なことだ

と思うんです。 

やりがいがある人で、能力が高くなるほどそういう問題点というのがわかってきてそれを発言す

ると思うんですが、実現するかしないかは別として、とにかく頑張って取りかかっているんだ、取

り組んでいるんだというような、一緒に苦労するという姿勢をぜひとも貫いていただきたいと思い

ます。こういうものに対して一番大事なことだと思います。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございます。 

ほかにご意見はございませんか。はい、村上さん、お願いします。 

○村上興正委員 

 村上です。ここの役割・地位・身分・報酬等の基本的な事項については河川管理者で検討を進め

ているという、この部分が非常に問題なんですね。その辺が、こういう扱いでやりますよというの

をやはりきっちりと明示しないといけないと思うんですよ。 

若い人がそこで本当に職という形でやれるのか、あるいはそういうものが好きな人がボランティ

アで、例えば定年になった人が動くというふうなことしかできないのか、そのことによって話が非

常に違うと思うんです。そこのところは、この制度を一体どういう形で生かしたらいいのかと。 

私はこういうところに若い人がどんどん入ってきてというのがいいんですが、そうは言っても一

時雇用で、例えば１年で首を切られたらやっていられない。その辺のところをもう少しきっちりし

たことを保障するようなことをしないと、いい人は来ないと思います。これは流域委員会としてこ

の制度を提言したその制度を意義づけるものなので、彼らにとって魅力的なものにするような努力

はするべきで、河川管理者に任せっぱなしではあかんと思います。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございます。 

その辺のことを、これまでに２回実施された準備会で、委員会の提言を受け、これから懇談会を
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形成して、そこで多分このことはかなり真剣に議論されるんじゃないかというふうに思っておりま

すが、河川管理者、いかがでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 そのことについては、まず準備会の中で十分に議論していただきたいと思いますし、まず我々と

しても、どういうことなら身分としてできるのか、こういうことならやれますといったことを提案

した上でレンジャーの準備会なり運営委員会の中で決定していきたいというふうに考えております。 

○川上部会長 

 いずれにしても、全国的にも初めての制度の実現でもありますし、さまざまな問題もあろうかと

思うんですけれども、各事務所並びに整備局において流域委員会の河川レンジャーに関する提案を

真摯に受けとめていただいて、それを実現する努力をしていただいているということを大いに多と

したいというふうに思います。今後も頑張っていただきたいと思います。 

 では、次のテーマに移りたいと思います。次は、環境－３－10「縦断方向の河川形状の修復の実

施」ということで、大阪湾から木津川上流にもう一度魚をさかのぼらせようという壮大な取り組み

に、研究会を設けて検討していただいているわけですけれども、このことについて、先ほど報告さ

れた内容についてご意見がありましたらぜひお願いいたします。 

 既に木津川上流河川事務所から関西電力の相楽発電所と大河原発電所の堰について公式的にとい

いますか、文書で申し入れをしていただいているようなんですが、関西電力側の反応がもうひとつ

だというふうに私も聞いているところです。 

 はい、千代延さん、お願いします。 

○千代延委員 

 意見でなくて申しわけないんですけど、魚道をよくするための費用負担ですね、これはどういう

ふうになるんでしょうか。これは質問ですけども。 

 

○川上部会長 

 お願いいたします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 今のところ、部会長からもお話がありましたように、堰の管理者である電力会社の方でその部分

についてやっていただきたいということを今働きかけているというところでございます。 

○川上部会長 

 たしか、建設省時代から魚が上りやすい川づくりというふうな事業があって、その事業はもう終
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わっているかもしれませんけれども、その事業なんかを実施していらっしゃるときには、やはり今

のように堰の管理者が改善していただくというふうな原則でやってこられたんでしょうか。それと

も、ある程度国庫補助といいますか、あるいは河川管理者が主体的になってお進めになったとか、

そういう実績的なものは何かお調べになっていますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。魚が上りやすい川づくり事業というのはそういったものに先進的に取り組んでいくと

いうことで、今から十数年前にそういったモデル事業として始めたわけでありますけれども、これ

は今では、別にそういうモデル河川だけでやるものではなくてどういった河川でも取り組むべきも

のということで、今はモデル事業というような名前では残っていないと思います。 

だれがやるかということなんですけども、これは先ほども所長が申し上げましたように、基本原

則は、それぞれの施設の管理者というのがおりますのでその管理者が行うというのが大原則です。 

 ただし、河川管理者の方で行う理由が十分に立つ場合に河川管理者が行うという事例はないでは

ないということであります。ただ、それはどこでもそうなっているかというとそうではなくて、む

しろそういったのはまれでありまして、大原則はそれぞれの施設の管理者であるということであり

ます。 

そこで、当然ながら施設を管理しているところとの調整が発生して、なかなか負担について耐え

られない、すぐにはできないというようなことが実態としては発生して、そうではあるけれども、

でも何とか川をもとに戻すためにお願いしますというようなやりとりが、ここだけではなくていろ

んなところで行われているということです。 

○川上部会長 

 私の方から。河川情報センターが発行しております『ＰＯＲＴＡＬ』という月刊誌がありまして、

私の方にも送っていただいているわけなんですけども、それの去年かおととし号に、多摩川でのハ

ーフコーン魚道による縦断方向の連続性の回復がかなり進んでいるという報告が載っておりました。

また、テレビの、ＮＨＫだったと思いますが、報道でも京浜河川事務所が多摩川の魚道整備につい

て非常に力を入れて実績を上げているというふうな報道もありましたので、そのような手法も、同

じ国土交通省の中ですから、情報を調べていただいて、この流域でもそれができるかどうかのご検

討もお願いしたいというふうに思います。 

 ほかにご意見はございませんでしょうか。はい、千代延さん、お願いします。 

○千代延委員 

 千代延です。環境に対する考え方が変わって、先ほど80年前からやっておるけれどもという話が
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あったと思うんですけど、当然そのころには魚がちゃんと上がるようにしなければならないとか何

とかという話は全くなかったと思うんです。この写真を見れば、これで魚が上がるかいなという、

明らかにおかしな魚道、これは魚道というんじゃないでしょうけども、ありますね。 

世の中の環境に対する見方、あるいは川をもとの川に返そうというふうに、変わってきたわけで

すから、それに管理者が当然こたえてくれなければ困るわけです。 

例えば工場を持っておりまして、排水の基準が厳しくなったと。それが何とかの条例で決まった

とか、何とかの法律で決まったとかいうことになりますと、強制力があって、そこで操業を維持し

ようと思えば、当然施設、そういう工場を持っているところはそれに合わせるように改善するわけ

ですね。 

ところが、この堰についてはそういう強制的なものがないのが今の状況だろうと思うんですが、

川をよくするために縦断方向の何とかを回復するためにお願いしますだけでは、なかなか進まない

のではないかと思います。その辺は何か推進のてこになるものを河川管理者はお持ちではないんで

しょうか。何かそういうのが必要だと、私は思うんですが。 

○川上部会長 

 それが、この環境－３－10のきょう配布されている資料の６ページの下のところに「堰管理者、

流域住民、ＮＰＯ等も加わる合意形成の場（ワークショップ）を設け、縦断方向の河川形状の修復

への合意形成を目指す」ということで、恐らく河川管理者が堰管理者と交渉するだけでは進まない

のではないかということで、流域住民やＮＰＯも巻き込んでいろいろ議論する場、もちろんその場

には堰管理者にも参加していただいて、やっぱり環境とかあるいは生物多様性とかそういうことに

ついての理解を、認識を高めていただくという努力をしようということがここに書かれているので

はないかと私は思うんですけど。 

 はい、どうぞ、児玉さん、お願いします。 

 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。これは、現在、整備計画の基礎案をつくるときにも当時問題になったところと同じよ

うな意見がたしかあったと思います。お願いだけじゃ生ぬるいんじゃないかと、こういうことです

ね。 

 できることはどこまでなんだということで当時検討して、今の基礎案ではこういった施設管理者

に対して指導・助言を行うというところまでが我々が今なし得るところだろうというスタンスです。 

 だから、お願いよりはもう少し強く言えるわけですが、これが命令までできるかというと、これ
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がちょっとなかなか今、そこまでの権限が河川管理者にあるかどうかというと、にわかには我々は

言いがたいという考え方です。 

例えばこういうのなら明らかにあり得るんですけど、河川の洪水のときにその施設が大変危険な

状態になって堤防を壊してしまうかもしれないとか、こういう状況だとその施設について改善の命

令をするということもあり得るわけですけれども、環境の面で魚道がないからつくりなさいという

命令は、少なくともこれまではやったことがないということであります。 

 先ほどのお話にもありましたように、そんなのは当たり前だという時代が来れば、河川管理者が

お願いではなくて命令をして改善をしてもらうというようなこともあり得るかもしれません。現状

は今申し上げたようなところであります。 

○川上部会長 

 はい、村上さん、お願いします。 

○村上興正委員 

 村上です。やはり堰とか発電所というのが魚にとって阻害になっているという認識をさせるとい

うのが一番重要なことで、普通そういうものがなければ魚は自由にというか、自分の能力に応じて

ちゃんとすみ分けるわけですね。そういうことができない状態を人為的につくっているということ

が問題なので、その部分に関しては環境ということを入れた以上は絶対にするべきだと思うんです。

それは河川管理者、河川をいじる者の義務だと僕は思っています。 

あと、そういう実態というのがわかってないから、いわば見せかけの魚道ができて、実際にはひ

とつも機能していないのに、それがあたかも機能しているようなことを言っているから問題が生じ

る。だから、今でもあちこちにたくさん魚道ができているんです。それが十分な機能をしてないか

らそれを機能するようにしなさいというのは至って普通の言葉だと思うんです。そういうことの実

態把握、きょうの話を聞いて１つだけよかったのは、1,000匹に標識をつけて、上った率が1.3％と

か1.2％とか、そういった具体的な資料が出てきたというところを私は非常に評価しているわけで

す。こういうことを科学的に把握した上で、こういう実態だから今後こうしましょうという方向性

を出さないと、いかに危険になるか言葉で総論として言っても意味がなく、具体論で言わないとい

けない問題だと思うんです。 

○川上部会長 

 今本さん、お願いします。 

○今本委員長 

 児玉さんの言われたのは、私はやはり治水時代の話だと思うんです。今、環境が入ったというこ
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とは、村上さんの言われるように環境を重視しないといけないと思います。それで、水利権の更新

のときに環境面で条件をつけるということをぜひ検討していただきたい。環境面である程度カバー

できなかったら水利権を更新しませんよということです。 

○川上部会長 

 はい、荻野さん、お願いします。 

○荻野委員 

 ほとんどの施設が農業取水堰ですね。それで、水利権の話がありましたけれど、全部慣行水利権

で、残念ながら水利権の更新ということは手続上はないんですよ。 

それで、ここに書いてある管理者自身が水利組合とかの名前になっていますね。要するに法人格

を持たない、申し合わせの組合です。農家が集まって、昔、何年前になるかわかりませんが、小さ

な堰をだんだん改良していって、現在のコンクリートで固定堰になったのでしょう。それも何年前

にさかのぼるかわからない。しかも、慣行水利権で、任意の申し合わせ組合で、財政基盤もほとん

どないという前提をもって議論をしないと、大きな国土交通省が豆粒みたいな水利組合に対して改

善命令なんていうことはあり得ない世界だと思います。 

それで、多分木津川上流の、このあたりだけで慣行水利権の数値を挙げていくと13ｍ３/ｓぐら

いの取水量になっていると思います。大きな数字です。 

基準渇水流量を出してくださいと言っているんですが、なかなか基準渇水流量も把握されている

のかどうかわからないんですが、こちらの方はもっとかなり小さな数字と思われます。 

要するにこういう魚道を考えるときに、流量について河川管理者自身がきちんとデータを把握し

て、議論しないと、施設だけで対応させようとしても進まないと思います。 

それで、ここは川上ダムも予定されているし、利水もあることですから、農業用水の慣行水利権

を許可水利権に切りかえるとか、洪水対策上、固定堰が問題になっているとかいろいろなことがあ

ろうかと思いますので、環境問題と、農業用水、上水道の新規利水あるいは発電も含めて施設のあ

り方をもう少し根のところから議論していかないと、先に進まないのではないかというふうに思い

ます。 

○川上部会長 

非常に重要なご指摘が幾つかあったと思います。ぜひ河川管理者、参考にしていただいて、進め

ていただきたいと思います。 

私は、この問題の背景には３つ問題があると思います。１つは、やはり川というものを人間の利

用の対象としてのみとらえてきたと、そして経済発展や産業の発展に力ずくで寄与させてきたとい
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うふうな面がこれまでのプロセスであった思います。 

それからもう１つは、堰をつくって魚道をつくるときに、魚道というものを形式的につくるとい

う制度的といいますか、あるいは行政の姿勢といいますか、そういうふうなものが問題が１つあっ

たと思います。 

もう１つは、魚道というものの技術的なものが、この河川工学の範疇でもない、それから生物系

の方からも恐らく余り研究されてこなかったという、何か技術の谷合いあるような中間的な位置に

あって、いいかげんに取り扱われてきた、そして魚道というものを生態系の面から真剣に考え始め

たのは、ここ近年、数年のことではないかというふうに思うんですね。そういうことから縦断方向

の河川形状の修復についての魚道の取り組みというのを、もう一回真剣に考え直す必要があるとい

うふうに私も思うところであります。 

大体ご意見が出たと思いますので、この縦断方向の問題はこれぐらいにいたしまして、次のテー

マに移りたいと思います。 

次は環境９－１、「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（案）の検討」ということで、この中で流

域委員会の方から提案いたしました流入汚濁の総負荷量管理ということについても河川管理者から

報告がありましたので、その点も含めていただいてご意見を承りたいと思います。水質の問題です。 

はい、村上さん、お願いします。 

○村上哲生副部会長 

村上です。ちょっと風邪をひいてますので聞き苦しいかもしれませんけど、申しわけありません。 

まず、上水が汚染されても活性炭処理やオゾン処理で大丈夫だという観点から、こういった処理

が異常な状態であるということを明らかにされていることは、非常に私はこれは高く評価していい

んじゃないかと思います。やはり水はきれいにしたから大丈夫というものではなくて、まだ未知の

汚染が相当あるということをやはり常に頭に置いておくべきであって、原水の管理が非常に重要で

す。 

その対策として総負荷量管理、これが具体的に出てきたということも非常に高く評価できます。

特に河川の水質予測モデルイメージが出ているんですけども、これを確かに定量的に市民に示すこ

とによって、やはり市民がこれにどの程度協力できるのか、これは根拠を持った説得力があるもの

になるんじゃないかと思います。 

そのとき重要なのは、例えば抑えやすい点源汚染源というのは比較的抑えられやすいんですけど

も、抑えにくいところをすべて市民負荷であるだとか、田んぼなんかの面源負荷というふうなこと

に持っていくと、これは非常にまずい。やはり予測モデルの信憑性、これがこの総量負荷が市民に
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受け入れられるかどうか、ということの１つの基準になってくるんじゃないかというふうに思いま

す。このモデルイメージについては、またさらにデータをつけ加えたものを今後、提案してほしい

というふうに思います。 

それから、モデルイメージができた後、じゃ、これが総負荷量の制御が可能であるかどうである

か、それもやはり検討すべきことだと思います。 

例えば、市民負荷が多かったとしても、それが簡単な政策によって制御可能であれば、それは市

民にそういう提案をすることは可能なんですけども、非常にそれが難しい場合、やはり負荷の大き

さというのと制御の可能性、これもやはり合わせた将来計画なんかを考えることが必要じゃないか

というふうに考えます。 

以上です。 

○川上部会長 

はい、ありがとうございました。 

○今本委員長 

ちょっと一つ。 

○川上部会長 

今本さん、お願いします。 

○今本委員長 

今のを聞いてまして、ＣＯ２の規制とどっちが難しいですかね。私はＣＯ２までやろうとしてい

る時代に、難しい難しいと言ったら絶対だめだと思うんですよ。技術的に難しいですかね。 

○村上哲生副部会長 

どちらの方ですか。実際の把握の方ですか。それとも制御の方ですか。負荷量のモデルの。 

○今本委員長 

負荷量のモデルなんていうのは、あまり関係ないと思うんですよ。モデルというのは、いろんな

不確定要素が入っています。だけど、使った量は簡単にわかりますよ。農薬の場合ですと、農業協

同組合からどれだけの出荷があったかで分かります。これまでの規制で一番の抜け穴は大口だけを

規制して、小口は見逃していたことです。それをやめさせようというのが総量規制の考え方だと思

うんです。 

あと、面源の方は確かに難しいです。車が走って、タイやのかすで川を汚す。だけど、案外、私

はそれに解決策もあると思うんです。難しいのはもちろん難しいんですけど、やっぱりチャレンジ

してほしい。 
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○村上哲生副部会長 

それはもちろんです。チャレンジしてほしいのは当然のことです。それだけのやっぱり覚悟を持

ってやってもらいたいということです。 

○川上部会長 

問題は、それが行政だけではできないということなんですね。これはみずからを汚している住民、

それからいろんな事業体、これが一丸となってやっぱりちゃんと認識してやらないとできないとい

うことなので、この総負荷量管理の取り組みをこれからどのようにＮＰＯや住民と行政とがどのよ

うに役割分担していくか、そして行政がどれぐらい支援するかということが非常に大事だと思うん

ですけれども、幸いにしてといいますか、木津川流域に関しては、先ほど報告の中にも出てきまし

たけれども、「淀川水系の水質を調べる会」というふうな市民団体が独自に資金を確保しながら10

年間、真摯に水質調査をやってきたという実績なんかもありますので、そういうところと行政とが

いい関係でタイアップしながら住民の方たちにも働きかけて、協働して進めていくということが大

切かと思うんです。 

国土交通省のこれまでの事業というのは非常に、何といいますか、ある意味での技術集団ですか

ら、きちっとした目標をすえて、そしてきちっとした制度をつくって、それに従って事業を進めて

いくというふうな性格があって、非常にハード的だったと思うんですけどね。この水質の事業とい

うのは、かなりの部分がソフト事業であると思うんですね。そういうこれまでに国土交通省が取り

組んでこられた取り組みとはまたちょっと違う性格を持って、新しい分野への挑戦だと思いますの

で、そういうところをどういうふうに進めていくかということは、それこそいろんな主体が参加し

て議論しながら進めていくと、そして、発言した人はそれに責任を持つというふうな取り組みが必

要なんじゃないかなと思うんです。 

ご意見。はい、村上さん、お願いします。 

○村上興正委員 

「今後、下水道整備の進捗には時間を要する」という言葉が書いてありまして、下水道整備は確

かに時間を要するんですが、下水道の進捗状況としては非常に悪いと私は認識しているんですけど

ね。だから、やはりその辺のハードもきっちり地域住民の方が自分らの実態に対して働きかけるよ

うなことがかなり重要やと思います。確かに自分も減らすけども、そういうことも、下に書いてあ

る「未処理の生活排水」というように未処理が随分あるような気がするんです。僕は現地視察して、

僕のイメージでは木津川というのはきれいな川だというのが、下流部の砂洲なんか見てましてね、

僕は下流部はよく知っているんですけど、上流部はもっときれいだと思ったら、あに図らんや汚い。
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とんでもないところだなというのが私の印象やったんですよ。これは砂河川で大分浄化されてくる

んですが、それでも上流部では下水道整備みたいなことは、せひともするべきではないかと。それ

はだれかが言い出さんといかんですから、こういう連携の場所があったら、それこそその部分もち

ゃんとするということを入れないと、この「時間を要する」で置いておくことは僕はまずいと思う

んですね。 

○川上部会長 

幸いにして、名張市は今年度から公共用下水道が稼働いたしました。ですから、名張川は今後、

かなりよくなっていくんじゃないかというふうに期待しております。 

伊賀市の上野地区、ここはなかなか進まなくて、木津川本流の一番大きな汚染源だったんです。

一応、下水道推進協議会というふうなものができてまして、公共下水道の用地を検討するのが非常

に困難をきわめたんですけれども、最近やっと用地が大体想定できたというふうに聞いております

ので、まだ大分下水道の実現には時間がかかると思いますけども、そういう方向には向いていると

聞いております。 

ほかにご意見。 

○今本委員長 

提案です。この調子でやったら終わりませんよ。今の説明なんかは、まあ言ってみれば要らない

んですよ。ですから、ここは質問といいますか、問題点を指摘するか何かにしないと終わらないよ

うな気がします。 

○川上部会長 

わかりました。 

○今本委員長 

お願いします。 

○川上部会長 

済みません。進行が悪くて申しわけありません。では、ほかにこの問題について特にご発言した

いということがありましたら。 

○千代延委員 

言いにくいんですけどね。 

○川上部会長 

はい、千代延さん、お願いします。 
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○千代延委員 

その後、言いにくいですけど。千代延です。それでは、今の下水道の点は先例がありますし、あ

とはお金の問題だと思いますけども、田畑、畜産というこれはなかなか扱いが難しいんですね。こ

れはしかも管轄が農林水産省というところに動いてもらわないとことが進まないというので、住民

もですけど、やはり一番苦手とされるところだと思いますけど、農水省を動かすことにやっぱり力

を入れてもらわなければならないと思います。以上です。 

○川上部会長 

では、次のテーマに移りたいと思います。環境の12－４、「副ダムの継続活用」というテーマで

す。ダムの堆砂の流送の話もありましたので、それも含めてご意見を承りたいと思いますが。 

はい、千代延さん、お願いします。 

○千代延委員 

千代延です。今、布目ダムと室生ダム、この２つに副ダムが設置されておるということで、テス

ト的にいろんなことやられてますけども、お聞きしたいのは今、フラッシュでうまく下流に流すと

いうふうにおっしゃいましたけども、これは目的はダムの中の水質を改善するということなんで、

下流に流すことは問題にされてないわけですね。流せばリンとか窒素とかいうのは下流に流れると

思いますけども、ダムにだけとりあえずたまらなければよろしいということでおやりになっておる

んですね。その辺のことを１つと。 

それから、今テスト的におやりになっておるというので、こういうマイナス面が出たというお話

は聞いてないんですが、それがないんでしょうか。 

それから、今までに８万9,000ｍ３の堆砂を排除したということなんですけど、これはたまって

おるうちのどれぐらいの割合になるのか。 

それからもう１点は、これは年によって違うと思いますけど、年間にほうっておけば大体どれぐ

らいたまるものなんでしょうか。その点を教えていただきたいと思います。 

以上です。 

○川上部会長 

はい、水資源機構さん、お願いします。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

最初の副ダムの下流に土砂を還元するということですが。ちょっと私の説明も悪かったのかもし

れません。基本的には、副ダムの上流側で栄養塩を沈降させる、それを毎年、しゅんせつします。

それについてはいろんな残土処分をするとか、あるいはいろんな公共事業の盛り土材に転用すると

- 34 - 



■第２回木津川上流部会検討会（2006/5/18）議事録 

かそういう活用をするんですが、その一部としてしゅんせつ後の中でも、ちょっと副ダムの直上流

あたりはかなり細かい土砂と窒素、リンが沈降するんですが、上流の方はかなり粗い砂があるもの

ですから、その砂のいいところの一部を下流においてフラッシュするということです。そちらは貯

水池の水質改善ということではなくて、下流への土砂の連続性を確保するという観点で試験的にや

っているということでございます。 

それから、２点目の堆砂の話でございます。布目ダム、平成17年度時点ですが、約14年経過して

おりますが、計画堆砂量は100年を想定したものですが、これが190万ｍ３ございます。それに対し

まして、実際にたまっている量が31万ｍ３ということで、およそ率でいきますと16％ぐらいです。

布目ダムは経過して14年目、15年目でございますので、大体100年というふうに考えますと、計画

上14,15％ということになりますので、大体計画並みのところにいっているのかなということでご

ざいます。その要因の１つがもともとダムの堆砂計画の中には位置づけてられないんですが、この

上流に副ダムを設置してそれをしゅんせつした結果、これが８万9,000ｍ３これまで出しておりま

すので、四、五％になるんでしょうか、それぐらいを一応外へ出していますので、それが効果とし

てきいて、ダムの貯水、ダムの堆砂容量が大体計画並みに今いっていると、大体そんな感じです。 

○千代延委員 

マイナス面は今までのところはないんですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

ええ。いずれにしましても、布目ダムにつきましてはそのほかの水質保全施設、例えば曝気とか

いろいろあってやっておるんですが、結果としてダムに入ってくる流入河川の栄養塩レベルから見

ると、比較的水質障害がほかのダムから見ると少ないのかなと思っています。それが副ダムがどれ

だけ寄与しているのかなというのはちょっと難しいところがございますけども、結果としては比較

的、レベルとしてはそれなりの効果が出てきているんではないのかなというふうにとらえておりま

す。 

○川上部会長 

ほかにご意見、ございますか。今本さん、お願いします。 

○今本委員長 

副ダムというのはダムの建設時のものですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

はい。布目ダムにつきましては建設段階で建設しまして、管理スタートから14年運用しています。

室生ダムは管理に入った後建設しました。 
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○今本委員長 

わざわざつくったということですね。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

水質問題が懸念されたために、建設段階において設置しました。 

○今本委員長 

既設なんてどうもちょっとおかしいなと思っていました。それと本来からいえば、副ダムという

ものは撤去すべきものでしょう、ダムができた後は。これはダムをつくるときにつけかえのために

つくるものですから、本来からいえば撤去するんじゃないですか。これはどういう意味なんですか。

要らんのじゃないんですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

いわゆるダム工事のときの仮閉め切りとは別のものでございまして、これは水質改善対策という

位置づけで別途設置されたものです。 

○今本委員長 

つくったものですか。 

○河川管理者（水資源機構関西支社 木津川ダム総合管理事務所長 野口） 

はい。恒久対策としてつくったものです。 

○今本委員長 

じゃ、その件はわかりました。 

私がもう１つ言いたいのは、このごろ国土交通省はダムによる土砂の連続性の遮断は解決のめど

がついたということを盛んに言われます。私は今の時点では解決のめどがつかないということがわ

かったということだと思うんですよ。 

例えば、出平ダムでできたと言いますけど、あんなの単なる１つの例です、わずかです。ここで

も今たまる量のごく一部を出した、しかも人為的に出した。これは連続性とは全然関係ないですよ

ね。連続性というのは、本来とったものを全部下流に送るべきなんです。ですから、こんな程度で

土砂の問題が解決できたなんて絶対に思わないでほしい。まだまだ、むしろまだできないというぐ

らいの認識を持って、この問題に取り組んでもらいたいということです。 

○川上部会長 

村上さん、どうぞ。 

○村上哲生副部会長 

水質の問題についてもリンの沈殿、それから貯水池の水質改善ということを示されましたけども、
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これこそ先ほどの総量、負荷量を考えないと意味がないというふうに考えます。大体リンがどれだ

け落ちているのか。大抵洪水時に入ると思いますので、ちょっとそこのところをきっちりしないと、

１番のリンの沈殿機能が大きいということは言えない。 

 それから、千代延さんからも指摘があったんですけど、マイナス面は確かにあるんではないかと

思います。特にシルト、粘土のサイズの濁りがどのあたりまで流れているのか、どのくらいの量が

あるのか、こういうのをやはりきちんと出して、ダムの排砂事業の効果を判定すべきじゃないかと

いうふうに考えます。 

以上です。 

○川上部会長 

では、この問題、これぐらいにいたしまして、次に環境17－５、オオサンショウウオについてご

意見ある方はどうぞ。 

はい、村上さん、どうぞ。 

○村上興正委員 

村上です。私なんかの発想から言うたら逆なんですよ。例えば、そこの場所の環境容量が一体何

によって規制されているのか、決まっているのかと。その場所の個体数が少ないと書いてあるんで

す。例えば、それがえさ量がそこに十分ないことによって起こっているのか、あるいは人工巣穴を

つくらないといけない位巣穴がないのとか。移転予定地のオオサンショウウオの生息密度が低い。

その低い理由が何によっているかということを調べて、こうやったらふえるであろうということを

予測し環境改善してから放すというのが順番やと思うんですけどね。それを放してから考えるとい

うのは、どういうことなのかというのがよくわからない。 

確かにダムができると貯水池の個体が明らかに影響を受ける、この影響を受けるやつをどうすれ

ばいいかというためには、その今ある場所の環境容量を考えて、その上で放すという順番になるん

ですが、これは話がどうも同時進行になっているんですがね。この辺はことはなぜそうなったのか

よくわからないんですよ。 

ダムができるまでにせっせと移動させて、ダムができるときにはそういうものの影響がないとい

うようにしようということですけども、どんどん移動させても元の場所がいい場所だったら、やっ

ぱり下ってきたときに落ち着くわけでしょう。常にそこにリクルートがあるわけです。だから、極

端に言ったら、ダム建設直前に移動させ、移動後に元の場所には入れないようにするとかというよ

うなことを同時にやるとか、幾つかのステップがあると思うんですが。試験的に放すというところ

にぱっと行った上で対策をするというのは、何か順序が逆な感じがしているんですがね。 
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○川上部会長 

ほかにいかがでしょうか。 

かなり根本的なご指摘ですので、ちょっと河川管理者もこの場ではお答えしにくいかと思います。

これから部会として意見を取りまとめていきますので、その中でぜひ文面でご提案いただきたいと

思います。 

では、時間の都合もありますので、オオサンショウウオはこれぐらいにいたします。 

次は治水の１－１－３、「水害に強い地域づくり協議会」、合わせて治水の５－１、「上野遊水地

事業」、これも含めてご意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。 

はい、寺田さん、お願いします。 

○寺田委員 

水害に強い地域づくりの協議会ということについての報告があって、今後関係者にネットワーク

を広げて検討を進めるというふうなことなんですけども、きょうお聞きした範囲ではかなり抽象的

な掛け声合わせといいますか、そういう感じをちょっと持ったんですが、間違いがあったら指摘を

してもらったらいいと思いますけども、やはりこの水害に強いというふうないろんな知恵を結集し

ようということであれば、抽象的な意見交換じゃなくて、具体的なアイデアづくりをどんどんとや

っていかなくてはいけないんじゃないかというふうに思うんですね。 

きょう、たまたま来るときに電車の中できょうの京都新聞に載ってた記事。これは草津市が公共

施設についての浸水対策、これは義務づけするという浸水対策条例というのを制定することを明ら

かにしたというようなことが書いてあるんですけども、これは民間の施設にも拡大をするというよ

うなことも書いてありますけども。つまり、これは非常事態、そういう水害ということを想定して

公共施設の、特に電源設備を守るための止水板設置というようなことを義務づけるとか、かなり水

があふれてもその下にならないように、もっと上の方につけておくというアイデアだと思うんです

けども。これは１つの例なんですけども、つまり具体的などういうアイデアを出していけるか、一

定の効果があるものをどれだけやはり具体化するかというところが大事なんだろうと思うんですね。 

だから、こういうネットワークを広げていろいろ意見調整されるのはいいと思うんですけども、

具体的なそれが施策に反映できるようなことを目標にすると、つまり十分な検討の方向なんですね。

そういうことを目指した検討をぜひやってもらいたいなという気がいたしました。意見です。 

○川上部会長 

はい、ご意見をお願いいたします。 
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○今本委員長 

ここでよろしいですか。 

○川上部会長 

はい、どうぞ。 

○今本委員長 

今本です。この上野地区の治水については、私はずっとこれまで不満を持ってます。といいます

のは、これだけの大きな事業、遊水地という事業あるいは川上ダムという事業ありながら、検討が

ずさんとしか言いようがないんです。 

例えば、ここで計算しようとしているのは、相変わらず氾濫量で比較しようとしているんですよ

ね。しかも、その氾濫というのがハイウォーターレベルに達したら氾濫するとしていますが、実態

をあらわしてないじゃないですか。 

遊水地というものは、本来からいえばできるだけ入れずに、いざというときにはきちっと入れる

というのが遊水地の目的です。そしますと、319mmの雨が降ったときでやるのはそんなに幾つもや

る必要はないと思うんです。幾つかのパターンだけでいいと思います。雨の降り方だけですと。 

しかし、問題は遊水地で土地は提供したけど、そこで農業をしている人から言えば、やはり余り

水は入ってもらいたくない。そうすると、そのためにはできるだけ上げた方がいい。しかも、洪水

のピークだけカットしようとしたら長い方がいい。長い方がいいとはいうものの、この４kmという

のを設定してましたけど、４kmの計算を恐らく私は越流係数といいますか、そういうものだけでや

っていると思うんですけど、それはもう全くの誤りです。やはり、ここは水面形計算からやってい

かないとできないです。また、河川管理者は決着が着いたと思っているかわかりませんけども、岩

倉峡のＨＱの問題はまだまだ残された問題です。 

それから、遊水地の水理機能についても何かどんぶり勘定という感じがするんですよ。しかも大

事なことは、そういった計算によって川上ダムの治水容量が決まるじゃないですか。そこまでトー

タルに私は考えてきちっと把握してやってもらわないことには困ります。ダムの計画というものは

こんな程度の計算で容量というものを決めててきたのか、これはもう驚きです。ここのところは今

の急の答えは要りませんけれども、このままですと恐らく後世、批判されるでしょうね。非難され

るでしょうね。 

○川上部会長 

今のご意見、私は知識がありませんのではっきりしたことは言えませんけれども、一番基準にな

るベースにすべきは岩倉峡のＨＱだというふうに理解してよろしいんですか。 
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○今本委員長 

まず、それが出発点ですね。 

○川上部会長 

そこから遊水地の諸元、川上ダムの諸元が決まっていくんだということですね。 

○今本委員長 

はい。遊水地の配置はもう今決まっていますよね。これは既にかなりの部分が取得済みだという

ことでして、これは決まっている。あとは、これをどう有効にしていくかということだと思うんで

す。 

例えば、越流堤の長さですね。長さを100ｍのときと４kmのときとは全然流れの状態が違います。

こんな一斉に流れるんじゃないんです。ですから、幾ら長くしてもある程度以上は越水しないとい

う状況が起こるんてす。これは今のところ計算できません。恐らく模型実験しないといかんと思う

んです。 

ところが、その肝心の模型実験をしてないんですよ。これまでやられた模型実験は何かといいま

すと、単なる普通の越流の越流係数、流量係数を求めるだけです。こんなんはむしろやらなくても

いいというぐらい自明の部分です。やってほしいのは、こういう配置をして、ある洪水が来たとき

にどれだけカットされるのかというのを、例えば岩倉峡の入り口でチェックすべきだと思うんです。 

しかし、ここまでやってきた実験、検討はすべてこの水位になったら氾濫しますという氾濫量だ

けで比較しているから、水理学的に見るとほとんど無意味です。こんなもんじゃないですよ。これ

は逆に氾濫するとしたらこうなりますよというだけのことで、このことで諸元を決める問題じゃな

いと思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

児玉です。先ほどの所長の説明でも申し上げてますが、遊水地の越流堤の構造を既に決めている

ということでは全然なくて、これまでの検討というのは、きょう示しているのは、もし上流に貯留

施設を設けないで上野遊水地や河道掘削だけでどこまで頑張れるんだろうかという検討をするとき

に、最大限に上野遊水地を有効に活用できる概略の検討としてこれはいろんなケースをやったとい

うことです。 

越流堤の構造というのは、おっしゃるようにまだ決められてません。その決めるときに、いろん

なことを考えないといけないということを今、今本委員の方からさまざまなことを考えて決めない

と後世に憂いを残すよということだと思います。それはおっしゃるとおり、越流堤の構造をこれか

らしっかり決めていきたいと思います。 
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○今本委員長 

私はどういう計算でこれを出してきたのか理解に苦しむんですよ。この計算はかなり難しいです。

遊水地にどれだけの流量が流れ込むのか。ですから、これまでのこういう問題では、すべて模型実

験等をやりながらやってきたはずです。ところが今回、よくこんな数値を出してきたなと思うぐら

いです。 

しかも、高さが例えば50cmピッチで変えてますけども、最終的にはこの辺だという目安がついた

ら、その辺は１cmピッチぐらいでやらんといかん問題ですし、それによって例えば遊水地にためる

有効な数量が100万ｍ３違ったら、100万ｍ３の水をどこかでためるというのと全然違いますからね。

遊水池の高さ一つでかなりの部分が変わります。ですから、そこまで大事な検討なんだということ

を知ってもらいたい。 

この計算では、例えば学会誌に出したら、どんな学会であろうと絶対拒否される程度のものです。 

○川上部会長 

私、また素人考えで申しますので聞いていただきたいんですけども。この岩倉峡のＨＱのベース

になっている計算、難しい計算があるかと思うんですけども、これは今現状の岩倉峡の現状を前提

にして計算されてますよね。実はきのうも私、岩倉峡にある人をご案内しまして、それでつり橋の

上から岩倉峡を見ていて思ったんですけども、川の真ん中に大きな石があるんですね。それから、

すぐ橋の下流で川が直角以上に曲がっているんですね。あれを何とかしたらもう少し、あるいは河

床形状をもう少し例えば極端にいえばダイナマイトで滑らかにするとかすれば、粗度係数が変わっ

てこのＨＱもまた変わってくるんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうか。 

○今本委員長 

ええ、変わってきます。ですから、昔からこの地方の人たちは、あの岩を取ることは悲願でした。 

ところが下流側の問題、いろんな問題であのままに置かれているわけですね。あの岩、取り方も

問題だし、環境にどういう影響を与えるかも考えんといけませんけどね。10cm近くはきくと思いま

す。10cmという数字は非常に大きいんですよ。 

ですから、そこまで必死になって計算しておいてほしい。せっかくのものですから。遊水地なん

て大事な土地をいろんな人が出しているわけですから、これをぜひ有効にやってほしいと。それこ

そ、今の技術をフルに使って検討してもらって、次の遊水地計画のモデルになるようなぐらいの検

討をしていただきたいと思います。 

○川上部会長 

はい、千代延さん。ちょっと時間がオーバーしておりますので、手短にお願いします。 
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○千代延委員 

 １分です。ちょっと問題はそれますけど、年末に意見をまとめましたときに、今の岩倉峡のＨＱ、

それから今の越流堤の高さをいくらにするとかいう問題は納得のいかないままでやったと思うんで

すけども。そのことについて河川管理者の方もよく納得しないまま出したと思うんですけどね。こ

れから先、結局こういうことをやります、それ以外はまだどうだとかいう議論はやらせていただけ

るんですね。そのことをちょっと確認させていただきたいんです。 

○川上部会長 

 私が言うのもあれですけれども、最終的には原案が出てきたときに流域委員会としては意見を言

うわけですよね。非常に重要な問題なので時間をかけたいところですけども、ちょっと時間がオー

バーしておりますので、次の維持２つについてご意見を承りたいと思います。それが終わりました

ら一般傍聴者からご意見を承りますので、しばらくお待ちください。 

 はい、どうぞ、今本さん。 

○今本委員長 

 この樹木の伐採で、環境のためと言われたので私は思わず苦笑したんですけども。よく言うよと。

ダムで大破壊を起こしながら、それで環境のために木を切れんと言われたら、これは管理というの

はどういうものなのかと。 

 つまり、長年放置しておいたら必ず環境が変わります。で、変わったら、その環境維持をせんな

らんのかどうなのか、あるいは河道の環境というものは本来どうあるべきものなのか。 

例えば木津川の三川合流のところは、昭和30年代なんて木は１本も生えていません。全部砂です

よ。今はもう水が流れているところ以外は全部樹木です。こういうときにどちらの環境を優先させ

るのか、これは村上先生にご意見をお伺いしたいところなんですけどね。そういうこと、どうある

べきかということを考えてやっていかんといかんと思うんです。ですから、そういう問題があるぞ

という指摘だけで私は結構です。 

○川上部会長 

 高田さん、どうぞ。 

○高田委員 

 今おっしゃったように、我々が例えば淀川にかかわったとき、大きな木はほとんどもありません

でした。湿ったところは全部ヨシ原で、ヨシは利用されてそこに火入れしてむしろ木を除外してい

るんだと。で、今とにかく樹林化が非常に進んでいまして、みお筋を固定すると柳なんかは倒れま

せん。それでどんどん大きくなってもうひどいことになっています。 
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我々淀川環境委員会では、少なくとも淀川の下流域、周りに山が迫っていないところは原野性の

草原が本来ある姿で、洪水疎通能力の点もあるから、みお筋に近いところは樹木を伐採しようとい

うことを決めています。ただ、いろんな意見があるので、来月、関連する方に集まってもらって議

論をしようという話になっています。 

 ここも同じだと思います。高時川もひどいものでしたし、これはもう単にさぼっているだけじゃ

なかったかなと思っています。生き物の立場から希望するのは、周りが全部水田や畑地帯で非常に

開けたところの場合は、やはり日当たりのいい原野性の植生を維持すべきだろう。一応、我々の方

はそういう形で伐採のマニュアル的なものを今つくろうとしています。 

 以上です。 

○川上部会長 

 村上さん、どうぞ。 

○村上興正委員 

 ここに伐木基準とあるんですが、昔の伐木基準と今はもう変えないといかんと思うんですね。だ

から今ずっと出てきていますように、現在の河川は攪乱がなくなった。昔は中小の洪水があって、

いわゆる攪乱域、要するに水位が上昇したということもあってその水辺が浸水してそれで木が生え

なかったんです。だから、いわゆる河川敷特有のヨシオギ群落みたいなのが成立したんです。 

それが今はもう、そういう攪乱がなくなったことによって樹木がふえているという、そういう状

況を来しているという現状をどう認識するかというのが一番基本問題で。だから、それだけ川が川

らしくなくなったんだと。そうすると、それの一番の根本治療はやはり川を川らしく、だからどん

どんあふれさせましょうというのが一つの解決法なんですね。でも、それをやるまでには時間がか

かるから、河道内樹木というのは基本的にとりましょうというのがそういう伐木基準になると思う

んです。だから、過去の伐木基準ではだめで、現在の状況に合わせた伐木基準を設定すべきである

ということだと思います。   

○川上部会長 

 はい。では、審議を終わってもよろしいでしょうか。もうご意見はありませんか。全体を通じて

で結構ですけども。 

〔一般傍聴者からの意見聴取〕 

○川上部会長 

 では、審議を終了いたしまして、一般傍聴者からのご意見を承りたいと思います。それで、お願

いがあります。できるだけ１人３分程度でお願いしたいと。そして、少し会場時間をオーバーいた
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しますけれども、発言ご希望の方のすべてのご意見を承りたいというふうに思います。どなたかご

意見。はい、どうぞ。 

○傍聴者（浅野） 

 「自然愛・環境問題研究所」の浅野です。先ほど、審議の中で出てきましたのでちょっと予定し

ていた原稿をはしょって申し上げます。 

 岩倉峡流下能力検討会が、「マニングの粗度係数ｎ＝0.0375程度を採用するのが適切である」、

「過大あるいは過少の水位流量を適用すれば河川整備上多大な悪影響をもたらす」、「慎重の上に

も慎重を期して検討をする必要がある」との答申内容〔要旨〕を得ています。しかし、木津川上流

河川事務所はこの答申内容に反し、何の理由も示さず、「これを踏まえ岩倉地点の水位流量曲線は

図１を用いることとします」と、もともと使ってきたｎ値、0.045に相当する水位流量曲線にこだ

わっています。このような態度では非常に危険なことになります。流域委員会は、部会としてもこ

ういった判断の明確な理由を求め、徹底的に検討していただきたいと思います。 

 次は、「川上ダム上流域に対する基本高水検討の実態について」お話ししたいと思います。 

 当時、水資源開発公団川上ダム調査所がまとめた、「川上ダム治水利水計画検討調査報告書」治

水計画編、平成３年３月版において、川上ダム上流域の基本高水の検討を行っています。ところが、

この基本高水の実質でもある〔ピーク流量、1,100ｍ３/ｓのハイドログラフ〕に対し、時間雨量を

示すものが一切備わっていません。まさか、「えいやっ」と直感で描いたのではないでしょうね。 

 さらに、対象降雨としている昭和36年豪雨は、川上ダム近辺の観測としては流域外でもある阿保

測候所の２日間総雨量347mmが実績であり、また、河川管理者が「川上ダム上流域平均２日間総雨

量を344mmとしている」にもかかわらず、「実績雨量が421mmという全く根拠のない数値にしてお

り」ます。それを対象降雨とし、5817洪水の降雨を一律に1.77倍に引き延ばし、ピーク流入量を

1,100ｍ３/ｓと決定しているのです。 

 今回情報開示された「木津川上流降水検討資料、流域平均雨量」は、最近作成されたもののよう

に思います。特に、「対象降雨昭和36年豪雨川上ダム上流域平均２日間総雨量の実績値」は、従来

の発表と比べ77mm、すなわち22.4％もかさ上げしています。恐らく、平成３年当時は創作的データ

捏造であり、現在はつじつま合わせの捏造であろうと思いますが、このように異常に過大な基本高

水を創作する非科学的欠陥検討そのものの見本として皆さんに紹介し、今後も流域委員会の正確な

判断に基づいた審議を強く要望いたします。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。次の方、どなたか。はい、眼鏡をかけた方、どうぞ。 
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○傍聴者（畑中） 

 伊賀市の畑中尚といいます。「伊賀水と緑の会」という会を設けまして、５月に入りましてＮＰ

Ｏ法人申請を今三重県にしています。 

私たちの会は、淀川水系流域委員会が今から約３年前、発足になって５年になるんですが、提言

が出されて、これに私たちは触発されまして、ダム建設というのは根本的に見直す必要があるなと

いうことを学びました。立派な提言が出されたので、これは日本国じゅうあるいはまた淀川水系流

域委員会そのものが歴史に耐え得る、そして歴史に残る立派な提言をまとめ上げられたということ

で大きな感動を呼んだわけであります。そういう中で、ダムをつくるについては、やっぱり縦、横、

斜めいろんなところから検討すべきと。詳しいことは言いません。 

さて、川上ダムなんですが、木津川上流部会は川上ダムという具体的な課題があるわけです。こ

の建設目的、利水、きょうはほとんど審議なされませんでした。わずか伊賀市の水道、0.358。当

初は、これは1.111ｍ３/ｓで新規開発すると言っていました。それが、伊賀市の水道だけなんです

よ。さて、その伊賀市の水道、日量２万7,850ｍ３が必要だ、だからダムをつくれとこう言ってい

るんです。これ、一晩徹夜して、私はいつも言うんです、水道部を呼んで三重県の企業庁も呼んで

一遍詰めた議論をすれば、ダムなしでこの水量の水道水源をどう確保するか。これにはいろんな方

法がありますね、森林整備もあれば、いろいろあります。治水や環境、水害に強い地域づくりと言

っているんですが、これもある程度具体的に決めてもらわないと困ると思います。 

例えば水害に強い地域づくりなんですが、ダムありとダムなしで活動の中身が随分変わってきま

す。ですから、ぜひ流域委員会、特にこの部会は川上ダムを核として、いわゆるコアとして議論し

ていただかないと、川上ダムの建設が治水、環境、水害に強い地域づくりも必要なんですが、利水

として本当に必要なのかどうか、これをぜひ、やっぱり議論していただきたいと思います。 

最後に一言。大滝ダムのあの地すべり、これも川上ダムとよく似た地形だよと私も三、四回発言

させていただきました。大滝ダムのこの問題についても、対岸の火災にしないでぜひご議論いただ

きたいな、このことを申し上げて終わります。 

ありがとうございました。 

○川上部会長 

 ありがとうございました。はい、前の方どうぞ。 

○傍聴者（森本） 

 「水と緑の会」の森本です。きょうは、環境問題の中でサンショウウオ、それから水生生物につ

いての説明がございました。これにかかわって、ちょっと意見を申し上げておきたいと思います。 
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 まず、オオサンショウウオというのは岐阜県から大体西の方におるわけですけども、特にこの伊

賀の赤目を中心にこの川上川、この辺流域に非常に多いんです。日本じゅうでも一番多いところや

と思います。何百匹とこの川におるなんていうようなところはありません。広島県あたりにもおり

ますけども、こんなにまとまってたくさんおるところはないんです。問題は、何で多いかというこ

とを生態学的に、あるいは郷土史的にそれを解明しなきゃ、それをどうするかというのは次の問題

なんです。そこのところの研究が全くなされていないと、そこにまず問題点を指摘したいと思うん

です。その上に立って、ダムをつくったらどないなんねんと、そこで移転するとか何とかいうこと

が出てくるんですけれども、そのうち何十匹程度を上流へ移転したって、生態学的にあるいは自然

保全という観点からサンショウウオを守ったということにはならない。 

 種の保存というのは２通りあると思うんです。１つは、分類学的に何とか優秀な何匹かがおると

いう問題と、それから生態学的な保存というのは、これは環境も含めて、何百匹おるやつは何百匹

保存しなきゃ意味がないわけです。そういう観点からの研究というのは全くなされていなくて、上

流へ何匹移転させたら何匹生き残りよったと、そういう研究しかなされていない。これでは、生態

系全体を保存することにはならないということを１つ申し上げておきたいと。 

 それからもう１点、ほかの水生生物についても調査していると書いてあるんですが、これは定量

的な調査なのか定性的な調査なのか、ここを明らかにしていただきたい。定量的な調査がなされて

いないと、後で比べようがないわけです。ダムをつくる前にそれがきちんとなされるまでダムをつ

くらないのかどうか、もしダムをつくった場合に定量的な調査がきちっとなされていないとその後

の変化が検討できない、こういう点がありますので、ただ、どういう生物が何匹おったかとかオオ

サンショウウオを何十匹移動させたとか、させたらできるとか、そんな問題ではないということを

頭の中にきちっと入れて調査を進めていただきたいと。それが完成するまではダムをつくらないと、

これが一番大事なことだと思います。 

 以上です。 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。後ろの女性、どちらからでも結構ですが。 

○傍聴者（新保） 

 「大阪自然環境保全協会」の新保です。河川環境事業、横断方向の河川現状の修復について体験

を発言します。 

 一昨日、桂川の支川の小泉川下降の魚道を見学してきました。これは国土交通省の管轄です。四，

五年前、２ｍ近くの堰があり、がたがたに崩れ、水流もなく、小泉川と桂川は最後のところで魚は
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遡上も降下もできませんでした。つい最近、改修されました。その状況は、遡上ののぞき窓まであ

り、そこまで行ける階段や飛び石も設置され、長靴まで置いてありました。すごいサービスです。

あとは、この魚道はお魚さんの評価を待つだけだと思います。 

 堰の管理者さんが、先ほどのお話ではなかなか堰の改修を了承なさっておらないと言われますが、

一度こういうところをご見学していただいてお考え直しいただければありがいたいと思います。最

新型の堰ができておりました。 

 以上です。 

○川上部会長 

 ありがとうございました。もうお一方の女性の方、どうぞ。 

○傍聴者（細川） 

 尼崎市の細川です。ちょうどたまたま、きのうの朝日新聞でドイツの治水対策が変化したという

記事がありました。川をあふれさせ町を守るという見出しがついています。ドイツの場合は、上流

の治水安全度を高めたために下流の洪水被害がまして、治水対策が見直されたというものです。要

するに、上流での流下能力を上げることではなくて、遊水地をふやして、あふれるところはあふれ

させるという方向に転換したという記事です。まさにこれは淀川水系流域委員会の提言で目指して

きたものと一致した考え方だと思います。 

 これを木津川に考えてみると、川上ダムは岩倉峡がある限り下流の淀川に対して全く治水の効果

はありません。間接的な効果しか言われていません。また、上野遊水地ですが、上野遊水地にとど

めてしまうということは、本来は上野で氾濫していたときよりも下流の洪水リスクが高まることに

なると思います。むしろ、考えるべきは、上野遊水地の機能をできるだけ高めて、それ以上にあふ

れる分は流域対応でできるだけ被害を軽減するという考え方に転換するべきではないかと思います。 

 淀川水系流域委員会が目指した新しい治水を考えるのであれば、上野の治水対策は抜本的に見直

す必要があると思います。ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

○川上部会長 

 ありがとうございました。次の方、はい、どうぞ。 

○傍聴者（酒井） 

 私は京都の桂川流域の住民の酒井と申します。先ほど魚道の議論が出ました。木津川についても

川上ダム流域全体、上流から下流まで、お聞きしているといろいろ問題があります。関西電力施設

の問題もあるでしょう。 

で、まず近畿地方整備局の回答が児玉調査官から出ていますが、やはり国交省が必要やというこ
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とであれば、河川整備計画なり方針は本省に意見を言ってみる、出してみるということが、必要で

す。全国の河川も同じような問題を抱えているわけですから、ぜひその辺のところを国の河川整備

計画ないし方針の議論が河川整備基本方針検討委員会が中央でやられているわけです。しっかりと

淀川水系流域委員会で出していただきたいと思います。そこに参加しておられる委員２名の方にぜ

ひそこで議論なり意見を出していただきたい。 

 先ほど、京都桂川流域の小泉川の話が出ましたが、全く地元の住民は、完成してから気がついた

訳ですが、立派な魚道ができたなということで傍聴者の方から意見が出ていますが、その上流の京

都府の河川改修は盛んにやられています。コンクリートの粉末が川に流れ出て付着しています。 

国土交通省の河川整備と京都府の各河川も含めてですが、支流の工事の改修の連携が全くとれな

いまま河川環境生態系が破壊されています。先ほども意見が出ていますが生態系が、魚の種類、数

も含めて、一体何を考えてそういう工事を国も地方も京都府も含めて連携をとられずにやられてい

るのか、そんな三面張りの小泉川を見てもらったらわかると思います。そういう改修を幾らやられ

て国交省の近畿地方整備局が幾らの金を使ったかわかりません。そういうものはもう段差解消だけ

の、格好づけだけであって、ほかの河川に較べて、桂川の魚道はいい例だというような話がありま

したが、もう一度見直してください。淀川水系川で、本来の魚道が、魚が生かされる環境をぜひつ

くってください。 

 以上でございます。 

 

○川上部会長 

 はい、ありがとうございました。ほかにご意見のある方。なければ、本日の部会ではなくて検討

会になってしまいましたが、検討会を閉じたいと思います。会議の進行に当たりまして、いろいろ

ご協力いただきましたことを厚く御礼申し上げます。 

 では、庶務にマイクを戻します。 

○庶務（日本能率協会総研 高橋） 

 それでは、その他といたしまして今後のスケジュールを簡単にご紹介させていただきたいと思い

ます。 

 お手元のその他資料に今後のスケジュールが書いてございます。５月20日、第31回猪名川部会。

５月25日、住民参加部会検討会。そして５月28日、第34回淀川部会。５月30日、第37回琵琶湖部会

が予定されております。 

 そして、６月３日につきましては、当初第51回委員会が予定されておりました。これにつきまし
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ては、昨日の運営会議の決定によりまして、７月６日の木曜日に延期というふうにさせていただく

ことになりました。その後の予定につきましてはここに書いてあるとおりでございます。ご参考に

していただければと思います。 

 以上でございます。 

○川上部会長 

 皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。 

〔午後 ７時 ４分  閉会〕 
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